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１．女性支援事業について
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女性支援事業の概要
Ⅰ．根拠法及び対象者

１．困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年制定／令和６年４月施行）

１．女性相談支援センター（※）及び一時保護所
※ 全ての女性相談支援センターが、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく「配偶者暴力相談支援セン

ター」としての位置づけられている。

２．女性相談支援員

３．女性自立支援施設

４．困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体
※ このほか一時保護の委託先として、母子生活支援施設・民間シェルター等

Ⅱ．実施機関

２．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年制定/平成13年10月施行）

３．人身取引対策行動計画（平成16年12月）→ 2009・2014・2022）

４．ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年制定／平成11年11月施行）
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対象者：困難な問題を抱える女性（※）

※ 性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困
難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）

対象者：配偶者からの暴力を受けた者（事実婚を含む）

対象者：人身取引被害者

対象者：ストーカー被害者



女性支援事業の概要
本人の立場に寄り添って相談に応じ、様々な機関と連携・協力して、一人一人のニーズに応じて包括的な支援を実施

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

女性相談支援員
[全国1,595人]

・女性相談支援センターや
福祉事務所等に配置

・相談・専門的技術に基づ
く援助等を実施

一時保護所 [各都道府県１か所]
・女性相談支援センターに併設
・民間シェルター、老人福祉施設、障害者

支援施設等への一時保護委託。
・中長期的な支援が必要な場合、女性自立

支援施設への入所措置決定

女性自立支援施設
[39都道府県、47か所]

・生活支援、心理的ケ
ア、自立支援を実施

福祉事務所・市町村
生活保護、生活困窮者自立支援、母子生活支援施設入所、保育所入所、子育て短期支援事業、
ひとり親家庭等日常生活援助事業、児童扶養手当の支給 等

自

立

民間シェルター
母子生活支援施設等

母子家庭等就業・自立支援センター：職業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供等
ハローワーク：マザーズハローワーク等における子育て女性等への就職支援サービスの提供
児童相談所：心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等

関
係
機
関
等

女性相談支援センター [49か所] ※ 配偶者暴力相談支援センターとしての位置づけあり

・各都道府県 １か所（徳島県のみ３か所）
・相談・カウンセリング・情報提供を実施

連
携
・
協
力

11,827 11,828 10,591 9,281 8,977

67,743 69,213 71,289 65,998 68,419

79,570 81,041 81,880
75,279 77,396

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

女性相談支援員
女性相談支援センター

女
性
支
援
の
現
状

● 女性相談支援センター及び女性相談員による来所相談人数 ● 女性相談支援センター及び女性相談員による来所相談の内容

女性相談支援セン
ター及び女性相談
員において、毎年
８万人前後の来
所相談に対応

女性相談支援センタ
ー及び女性相談員が
対応する来所相談の
約５割は暴力被害で
あるが、女性の抱
える問題は様々

夫等からの暴力
34,514人

（44.6％）
その他の人間関係
2,993人（3.9％）

住居問題・帰住先なし
3,549人（4.6％）

医療関係（精神、妊娠・出産を含む）
3,488人（4.5％）

男女・性の問題
750人（1.0％）

暴力以外の

家族親族の問題

（離婚問題を含む）

18,241人

（23.6％）

経済関係5,197人（6.7％）

交際相手等からの暴力
1,467人（1.9％）

子・親・親族からの暴力
7,197人（9.3％）
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（令和５年４月１日現在）



婦人保護事業に係る法制度等の主な沿革
昭和21年11月 婦人保護要綱の制定（厚生省社会局通達により婦人保護施設制度化）
昭和31年 5月 売春防止法（昭和31年法律第118号）の創設
昭和32年 4月 売春防止法施行（第2章の刑事処分を除く）
昭和33年 4月 売春防止法全面施行（補導処分を第3章として追加）
昭和38年 3月 婦人保護事業の実施要領の創設（厚生事務次官通達）
平成11年 4月 夫等からの暴力により保護を必要とする女性への対応について（社会・援護局、児童家庭局連盟通知）
平成12年 5月 ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81号）の制定
平成13年 4月 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）（平成13年法律第31号）の制定
平成14年 3月 婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準（平成14年厚労令49号）の創設
平成14年 3月 配偶者からの暴力被害者の一時保護の委託についての創設（雇用均等・児童家庭局通知）
平成14年 4月 DV防止法全面施行
平成16年 6月 DV防止法改正（16/12/2改正DV法施行）
平成16年12月 人身取引対策行動計画の策定
平成19年 7月 DV防止法第2次改正（20/1/11第2次改正DV防止法施行）
平成20年 1月 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針

(平成20年内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号)
平成21年12月 人身取引対策行動計画2009の決定（犯罪対策閣僚会議）
平成25年 3月 「婦人保護事業等の課題に関する検討会のこれまでの議論の整理」集約
平成25年 6月 DV防止法第3次改正（26/1/3施行）

ストーカー行為等の規制等に関する法律改正（25/10/3全面施行）
12月 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針 ※H20.1の告示は廃止

（平成25年内閣府、国会公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号）
平成26年 3月 「婦人相談所ガイドライン」策定（一部改訂 28/6/14、29/4/28、30/3/30）
平成26年12月 人身取引対策行動計画2014の策定
平成27年 3月 ストーカー総合対策取りまとめ
平成27年 3月 「婦人相談員相談・支援指針」策定（一部改訂 30/3/30）
平成28年 6月 売春防止法の一部改正

（婦人相談員の非常勤規定の削除29/4/1施行）、（婦人相談所長による報告義務28/10/1施行）
平成28年12月 ストーカー行為等の規制等に関する法律改正（29/6/14全面施行）
平成29年 3月 いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する緊急対策を策定

（いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議決定）
5月 いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する今後の対策を策定（関係府省対策会議決定）
6月 刑法（明治40年法律第45号）の一部改正（29/7/13施行）

令和元年 6月 児童福祉法等の一部改正（R2/4/1一部施行）※児童虐待とDV対策との連携強化について規定
令和４年 5月 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の成立（R6/4/1施行）※議員立法
令和５年 3月 女性相談支援センターに関する政令（令和５年政令第85号）

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則（令和５年厚生労働省令第37号）
女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和５年厚生労働省令第36号）
困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針（令和５年厚生労働省告示第111号）
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（令和５年厚生労働省告示第109号）
女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準第十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（令和５年厚生労働省告示第110号）
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和５年政令第163号）
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（令和５年厚生労働省令第68号）
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示（令和５年厚生労働省告示第171号）

令和５年 5月 DV防止法改正第４次改正（６/４/１施行）
令和５年 9月 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針（一部改訂 ５/9/8）
令和６年 1月 女性支援の充実に向けた宣言(三田宣言)（令和６年１月26日女性支援新法全国フォーラム合意）
令和６年 3月 女性支援事業の実施について（社会・援護局長通知）

・女性相談支援センターガイドライン
・女性相談支援センター設置要綱
・女性相談支援員相談・支援指針
・女性自立支援施設運営指針

令和６年 4月 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行
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「女性相談支援センターガイドライン」（令和５年３月）を基に作成

女性支援事業における基本的な支援の流れ

Ⅰ．相 談

１．多様な相談ルート及び多様な相談者
○ 本人からの電話相談 ○ 警察
○ 市区や福祉事務所の女性相談支援員 ○ 民間団体等
○ 配偶者暴力相談支援センター

２．来所相談
一時保護を含めた女性相談支援センターでの支援が必要な場

合は、女性相談支援センターの役割や機能を説明のうえ、来所
での面接を行う。

Ⅱ．面接・アセスメント
面接は支援対象者の立場に寄り添いながら、課題や背景を整理しつつ、ニーズを明らかにし、今後の支援方針に向けて的確なアセスメ

ントを行う。

＜支援調整会議＞
困難な問題を抱える女性に早期に円滑かつ適切な支援を行うための会議体であり、①地域の支援関係者の参加に

より、連携を深め、②困難な問題を抱える女性への支援に関する地域全体の状況や課題、今後のあり方を検討する
とともに、③個別の対象者について情報共有を行い、支援内容や支援の方向性の協議を行う。

Ⅲ．入所決定会議

入所決定会議においては一時保護、一時保護の外部委託、他の関係機関に繋ぐ等、支援対象者の今後の支援に関する方針を検討する。
その際、面接での情報や支援調整会議での議論の内容や関係者の見解等も踏まえつつ、支援対象者の意思を尊重しながら検討する。

Ⅳ．一時保護

Ⅴ．施設入所等

一時保護終了後、自力で生活することが困難な支援対象者については、本人の意思を尊重して施設への入所を検討する。
施設入所については以下の施設が考えられる。
○ 女性自立支援施設（女性自立支援施設に関しては一時保護を経なくとも入所が可能である）
○ 母子生活支援施設
○ その他の公的施設
○ 民間シェルター

○ 一時保護中の支援においては安心安全な生活環境の提供を行いながら、支援対象者の心身の状態に留意しつつ支援を行う。
○ 入所に際して、入所中のルールや携帯電話の使用について等、支援対象者が納得しやすいよう説明し、理解を得るようにする。
○ 支援対象者は著しく心の健康を損ねている場合が多いことから、心身の健康状態の把握を行い、支援対象者の了解のもと心理的支援を

実施する。
○ 一時保護中は関係機関と連携を図りながら、支援対象者の意向を確認しつつ、ソーシャルワークの視点で今後の方向を検討する。
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※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。

■目的・基本理念
＝「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点を明確に規定。

※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。

■国・地方公共団体の責務
＝困難な問題を抱える女性への支援に必要な施
策を講じる責務を明記。

■国の「基本方針」
※厚生労働大臣告示で、困難な

問題を抱える女性支援のため
の施策内容等

■都道府県基本計画等

⇒施策の実施内容

女性相談支援センター
（旧名：婦人相談所）

女性相談支援員
（旧名：婦人相談員）

女性自立支援施設
（旧名：婦人保護施設）

民間だあ

■支援対象者の意向を勘案。訪問、巡回、居場所
の提供、インターネットの活用等による支援
⇒官民連携・アウトリーチできめ細やかな支援

■支援調整会議（自治体）
⇒関係機関、民間団体で支援内
容を協議する場。連携・協働し
た支援

民間団体との「協働」による支援

■教育・啓発■教育・啓発 ■調査研究の推進■調査研究の推進

■人材の確保■人材の確保 ■民間団体援助■民間団体援助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（議員立法）のポイント

■国・自治体による支弁・負担・補助 民間団体に対する補助規定創設

■女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化。コロナ禍によりこうした課題が
顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題。

■こうした中、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱
却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築。

売春防止法

第１章総則
（主な規定）
第１条 目的
第２条 定義
第３条 売春の禁止

第２章刑事処分
（主な罰則）
第５条 勧誘等
第６条 周旋等
第11条 場所の提供
第12条 売春をさせる業

第３章補導処分
（主な規定）
第17条 補導処分
第18条 補導処分の期間
第22条 収容

第４章保護更生
（主な規定）
第34条 婦人相談所
第35条 婦人相談員
第36条 婦人保護施設
第38条 都道府県及び市の支弁
第40条 国の負担及び補助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（新法）（令和６年４月１日施行）

存
続

廃止
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の概要

女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多い
困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進

⇒ 人権が尊重され、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与

＊「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により
日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む）をいう

目的・定義【第１条･第２条】 売春を行うおそれのある女子の保護更生を行う売春防止法からの脱却

①困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題・その背景、心身の状況等に
応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、発見、相談、心身の健康
の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること
②支援が、関係機関及び民間団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること

基本理念【第３条】

③人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること

○国・地方公共団体の責務【第４条】 困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務
○関連施策の活用【第５条】 福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用
○緊密な連携【第６条】 ①関係地方公共団体相互間の緊密な連携、②支援を行う機関と福祉事務所、児童相談
所、児童福祉施設、保健所、医療機関、職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法
支援センター、配偶者暴力相談支援センターその他の関係機関との緊密な連携

基本方針・都道府県基本計画等【第７条・第８条】 厚生労働大臣は基本方針を策定、都道府県は都道府県基本計
画を策定、市町村は市町村基本計画の策定に努める

7



○女性相談支援センター【第９条】（←現行の「婦人相談所」を名称変更）
⇒①対象女性の立場に立った相談、②一時保護(※)、③医学的・心理学的な援助、④自立して生活するための関連制
度に関する情報提供等、⑤居住して保護を受けることができる施設の利用に関する情報提供等を行う
＊支援対象者の抱えている問題及びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その意向を踏まえ、最適に支援

○女性相談支援員【第11条】（←現行の「婦人相談員」を名称変更）
⇒困難な問題を抱える女性の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な援助を行う
＊必要な能力・専門的な知識経験を有する人材（婦人相談員を委嘱されていた者等）の登用に特に配慮

○女性自立支援施設【第12条】（←現行の「婦人保護施設」を名称変更）
⇒困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、入所・保護、医学的・心理学的な援助、自立の促進のための生
活支援を行い、あわせて退所した者についての相談等を行う（同伴児童の学習・生活も支援）

○民間団体との協働による支援【第13条】（都道府県、市町村）
⇒民間団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、支援対象者の意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供
、インターネットの活用、関係機関への同行等の方法により、発見、相談等の支援

（※同伴児童の学習も支援。一時保護受託者の守秘義務・罰則も規定。）

支援調整会議【第15条】 地方公共団体は、単独で又は共同して、支援を適切かつ円滑に行うため、関
係機関、民間団体その他の関係者により構成される会議を組織するよう努め、会議は、必要な情報
交換・支援内容に関する協議を行う(※構成員の守秘義務・罰則も規定)

○教育・啓発【第16条】 ①支援に関し国民の関心と理解を深める、②自己がかけがえのない個人であること
についての意識の涵養を含め、女性が支援を適切に受けることができるようにする

○調査研究の推進【第17条】 効果的な支援の方法、心身の健康の回復を図るための方法等
○人材の確保・養成・資質の向上【第18条】 支援を行う者の適切な処遇の確保のための措置、研修の実施等
○民間団体に対する援助【第19条】

費用の支弁等【第20～22条】 都道府県・市町村の支弁・補助／国の負担・補助 (※民間団体に対する補助も明記）

１ 施行期日 令和６年４月１日
２ 検討 ①支援を受ける者の権利擁護・支援の質の公正かつ適切な評価の仕組みについて検討（公布後３年を目途）

②法律全体の見直し（施行後３年を目途）

３ 関係法律の整備 売春防止法第３章（補導処分）・第４章（保護更生）の削除等

施行期日等【附則】

8



「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」関係政省令のポイント

9

女性相談支援センターに関する政令（令和５年 政令第85号）

女性相談支援センターの所長の要件

・所長は、所長の職務を行うに必要な専門的な知識経験及び女性の人権に関する識見を有するもののうちから任用しなければならない

女性相談支援センターの職員の要件

・相談をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有する者のうちから任用しなければならない

・医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助をつかさどる職員は、以下から任用するように努めなければならない

①医師であって、精神衛生に関して学識経験を有するもの ②大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者

③①②に掲げる者に準ずる者

女性相談支援センターの運営に関し、国が負担する費用の範囲等

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則（省令）(令和5年 厚生労働省令第37号）

女性相談支援センターにおいて一時保護ができる場合の要件

①緊急に保護することが必要と認められる場合（法律）②配偶者や親族等からの暴力から保護することが必要な場合

③ストーカー被害からの保護が必要な場合 ④人身取引等からの保護が必要な場合

⑤住居がない又は何等かの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがある場合

⑥心身の健康の確保のために保護が必要な場合 ⑦その他、保護しなければ生命または心身の安全が確保されないおそれがある場合

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（省令）（令和5年 厚生労働省令第36号）

女性自立支援施設の設備・運営に関し、以下のような基準を定めるもの

・非常災害計画、BCP等の策定の義務付け

・職員配置基準（施設長、自立支援職員、栄養士又は調理師、看護師又は心理療法担当職員等）

・設備基準、居室面積基準（一人当たり9.9㎡以上〔←現行4.95㎡〕）、居室定員（原則個室〔←現行4人以内〕）、食事、保健衛生等

・帳簿管理、職員の秘密保持義務等

※居室面積・定員に係る改正については、基準変更時の一般的経過措置（施行前に存する施設は改築まで従前の基準によることができる）を設ける 9



困難な問題を抱える女性への支援の状況等に関する実態調査の定期的実施
支援対象者の権利擁護の仕組み及び支援の質の評価の仕組みの検討に資
するための調査研究

国による研修のカリキュラムの構築や、ポータルサイトの構築、職員の適切な
処遇の確保、研修に参加しやすい職場環境の整備等

相談窓口等の周知、意識醸成、施策への一般理解等

設置は地方公共団体の努力義務
代表者会議、実務者会議、個別ケース会議等、段階を分けて実施

アウトリーチによる早期把握、居場所の提供、相談支援、一時保護
被害回復支援、日常生活の回復支援、同伴児童への支援、自立支援、
アフターケア

国及び地方自治体の責務、適切な役割分担と連携が必要

「繋ぐ支援」「繋がり続ける支援」
包括的かつ切れ目なく、どこでも必要十分な支援を受けられる体制の整備
女性の人権擁護、男女の平等実現

「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」概要

旧売春防止法に基づく婦人保護事業から新法に基づく女性支援事業への転換

心理的、医療的側面からの支援が重要
支援を必要とする者に確実に支援が届く体制をつくることが重要
民間団体による支援活動の特長を生かし、行政と民間団体の協働が必要

２ ． 困 難 な 問 題 を 抱 え る 女 性 へ の 支 援 の た め の 施 策 の
内 容 に 関 す る 事 項

１ ． 困 難 な 問 題 を 抱 え る 女 性 へ の 支 援 の 現 状

10

（令和５年厚生労働省告示第111号）

０ ． 基 本 方 針 の ね ら い 等

「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により
日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのお
それのある女性）」

施策の対象者

基本理念

国、都道府県、市町村の役割分担と連携

基本計画の期間（原則５年）
他の計画との関係（関連の深い計画との一体的策定）
基本計画策定前の手続（課題把握、基本目標の明確化等）
計画に関する評価と公表

３ ． 都 道 府 県 等 が 策 定 す る 基 本 計 画 の 指 針 と な る べ き
基 本 的 な 事 項

個々の者の状況や希望、意思に応じて、必要な福祉的サービスも活用しなが
ら、安定的に日常生活や社会生活を営めることを含む「自立」を支援
「本人の自己決定」及び「自己選択」が重要

女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設、民間団体、
その他機関とそれぞれの役割

支援に関わる関係機関等

支援の内容

中心となる３機関間の連携、民間団体の連携、関係機関との連携
DV防止法に基づく施策との関係

支援調整会議

教育・啓発

人材育成

調査研究等の推進

支援の基本的な考え方

支援の体制



▋経済財政運営と改革の基本方針2023 （いわゆる「骨太の方針」）＜抄＞
（令和５年６月16日 閣議決定）

４．包摂社会の実現
（女性活躍）

女性版骨太の方針2023に基づき、（略）ＤＶ対策、性犯罪・性暴力対策、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の
円滑な施行、事業主健診の充実、フェムテックの利活用やナショナルセンター機能の構築を含めた女性の健康支援、ＷＰＳ等
により女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会を実現する。

（共生・共助社会づくり）
人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な共生社会づくりを推進する。
このため、（略）さらに、認知症の人や家族に対する支援、障害者の地域生活の支援、生涯学習の推進、就労支援、情報コミュ
ニケーション等に対する支援、官民協働の支援体制構築等困難な問題を抱える女性支援の強化、労働者協同組合の活用促進、成
年後見制度を含めた総合的な権利擁護、無戸籍者の解消、性的マイノリティに関する正しい理解や社会全体が多様性を受け入れ
る環境づくりの促進等を図る。

第２章 新しい資本主義に向けた改革

（２）性犯罪・性暴力対策の強化
⑫ 性犯罪・性暴力被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止性犯罪・性暴力の被害者や支援者等に対して、インターネット

上等での誹謗中傷が行われることにより、その尊厳が損なわれたり、活動への支障等により性犯罪・性暴力の根絶に向けた
歩みが妨げられるようなことはあってはならない。国際社会とも歩調を合わせつつ、あらゆる機会を通じて、こうした姿勢
を発信すること等により、性犯罪・性暴力被害者や支援者等への誹謗中傷行為を許さない社会規範の形成に努め、その防止
を図る。また、刑罰法令に触れる行為が認められる場合には、個々の事案の具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき
厳正に対処する。

（４）困難な問題を抱える女性への支援
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）の令和６年４月の円滑な施行に向けて、女性相

談支援センター（旧婦人相談所）や女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の機能強化など各都道府県での支援体制の計画的な
整備、常勤化や市町村への配置の促進などを含む女性相談支援員（旧婦人相談員）の人材の確保・養成・処遇改善の推進、困
難な問題を抱える女性への支援に取り組む民間団体の掘り起こしや事業継続等への支援、民間団体との協働の促進などを図る。

Ⅲ 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現

▋女性活躍・男女共同参画の重点方針2023＜抄＞
（令和５年６月13日 すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議決定）
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○ 女性相談支援員による来所相談人数は、平成22年度以降横ばい傾向にある。一方で、女性相談
支援センターにおける来所相談人数は、平成15年度から減少傾向にある。

20,049 19,332 18,434 17,971 17,781 17,974 16,082 15,328 15,493 15,059 14,115 13,300 12,588 11,910 11,827 11,828 10,591 9,281 8,977

51,021 53,726 56,943 59,470 61,847
65,540 69,701

65,208
68,485 69,985 69,914 70,576

66,835 66,450 67,743 69,213 71,289
65,998 68,419

71,070 73,058
75,377 77,441

79,628
83,514 85,783

80,536
83,978 85,044 84,029 83,876

79,423 78,360 79,570
81,041 81,880

75,279 77,396

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

（実人数）

女性相談支援センター及び女性相談支援員による
来所相談人数の推移

（厚生労働省女性支援室調べ）
12

女性相談支援員女性相談支援センター

※ 数値は旧婦人相談所及び旧婦人相談員によるもの



女性相談支援センター及び女性相談支援員が受付けた
来所相談の内容

○ 「夫等からの暴力」を内容とする相談は来所相談全体の４４．６％となっている。

○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つを合わせると、全体の５５．８％を暴力被害の相談が占めている。

令和４年度 合計：７７，３９６人（実人員）

夫等からの暴力
３４，５１４人
（４４．６％）

その他の人間関係
２，９９３人
（３．９％）

住居問題・帰住先なし
３，５４９人
（４．６％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

３，４８８人
（４．５％）

男女・性の問題
（ストーカー被害３８９人を含む）

７５０人
（１．０％）

暴力以外の家族親族の
問題

（離婚問題を含む）
１８，２４１人
（２３．６％）

経済関係
５，１９７人
（６．７％）

交際相手等からの暴力
１，４６７人
（１．９％）

子・親・親族からの暴力
７，１９７人
（９．３％）

（厚生労働省女性支援室調べ） 13
※ 数値は旧婦人相談所及び旧婦人相談員によるもの



女性相談支援センター及び女性相談支援員が受付けた
来所相談の内容（年齢別）

○１８歳未満は、全体の０．３％。相談内容では、子・親・親族からの暴力２５．２％、医療関係２１．２％の順で多い。
○１８歳以上２０歳未満は、全体の１．９％。相談内容では、子・親・親族からの暴力４３．２％、医療関係１０．８％の順で多い
○２０歳以上４０歳未満は、全体の４５．０％。相談内容では、夫等からの暴力４１．２％、暴力以外の家族親族の問題２５．２％の順で多い。
○４０歳以上は、全体の５２．８％。相談内容では、夫等からの暴力５０．８％、暴力以外の家族親族の問題２２．７％の順で多い。

夫等からの暴力
１５人

（６．８％）

その他の人間関係
１９人

（８．６％）

住居問題・帰住先なし
８人（３．６％）

医療関係
（精神、妊娠・出産

を含む）
４７人

（２１．２％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

６人（２．７％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

３６人（１６．２％）

経済関係
１５人

（６．８％）

交際相手等からの暴力
２０人

（９．０％）

子・親・親族からの暴力
５６人

（２５．２％）

（厚生労働省女性支援室調べ）

１８歳未満
夫等からの暴力

１１０人
（７．７％）

子・親・親族からの暴力
６１５人（４３．２％）

交際相手等からの暴力
５７人

（４．０％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

１４１人（９．９％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

２２人
（１．５％）

その他の人間関係
１０６人（７．４％）

住居問題・帰住先なし
１４１人（９．９％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

１５４人
（１０．８％）

経済関係
７７人

（５．４％）

２２２人 １，４２３人

１８～２０歳未満

２０～４０歳未満

夫等からの暴力
１３，７２７人
（４１．２％）

３３，２７８人

子・親・親族からの暴力
３，６５３人
（１１．０％）

交際相手等からの暴力
７０９人（２．１％）

暴力以外の家族
親族の問題

（離婚問題を含む）

８，３９４人（２５．２％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

３３５人（１．０％）

その他の人間関係
１，１７４人（３．５％）

住居問題・帰住先なし
１，５７３人（４．７％）

経済関係
１，９２０人
（５．８％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

１，７９３人
（５．４％）

３９，１１０人

夫等からの暴力
１９，８６９人
（５０．８％）

子・親・親族からの暴力
２，７１５人
（６．９％）

交際相手等からの暴力
６２４人（１．６％）

暴力以外の家族
親族の問題

（離婚問題を含む）

８，８８８人（２２．７％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

３２４人
（０．８％）

その他の人間関係
１，５２８人（３．９％）

住居問題・帰住先なし
１，４００人（３．６％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

１，０６９人（２．７％）

経済関係
２，６９３人
（６．９％）

４０歳以上

※年齢不明：３，３６３人

14
※ 数値は旧婦人相談所及び旧婦人相談員によるもの

令和４年度



○ 女性相談支援センター及び女性相談支援員における、夫等からの暴力の相談人数は、平成２５
年度までは増加傾向で、その後ほぼ横ばい傾向にある。

19,102 
20,119 21,125 22,315 

23,758 
24,879 

27,183 28,272 27,453 

30,000 

32,110 31,956 
33,901 

32,403 32,281 32,914
34,541 

38,366 

34,265 34,514 

0

5000
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

(４１．４%)

（実人数）

※（ ）内は、相談全体に占める夫等からの暴力の割合。

(２８．９%)
(２５．６%)

(２８．３%)

女性相談支援センター及び女性相談支援員が受け付けた
夫等からの暴力に関する相談人数（来所相談）及び相談全体に占める割合の推移

（厚生労働省女性支援室調べ）

(２９．６％)
(３０．６％)

（３１．３％）

（３２．６％）
(３３．０％)

(３４．１%)

(３５．８%)

(３７.８%) （３８.１%)

（４０.５%)
(４１．２%)(４０.８%)

(４２．６%)

(４６．９%)

(４５．５%) (４４．６%)

15
※ 数値は旧婦人相談所及び旧婦人相談員によるもの



女性相談支援センター及び女性相談支援員が受付けた
来所相談人数（都道府県別）

○相談件数や相談内容の傾向は、都道府県ごとに違いがある。

令和４年度

（厚生労働省女性支援室調べ） 16

（実人員）

※ 数値は旧婦人相談所及び旧婦人相談員によるもの



２．女性相談支援センターについて
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女性相談支援センターの概要
根拠法

支援内容

実 績

・ 女性相談支援センターは、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）第９条に基づき、都
道府県が設置するものとされている。（指定都市についても任意で設置が可能。）

・ また、女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族の一時保護を行う一時保護所を併設してい
る。

・ なお、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成13年法律第31号）第３条に基づく、配偶者暴力
相談支援センターとしての機能を有している。

① 支援対象者の立場に立って相談に応じること及び女性相談支援員又は相談を行う機関を紹介すること
② 支援対象者及び同伴する家族の安全確保並びに一時保護を行うこと
③ 支援対象者の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助等を行うこと
④ 支援対象者の自立を促進するための情報提供、助言、関係機関との連絡調整を行うこと
⑤ 支援対象者が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援

助を行うこと

〇 設置か所数：49か所（※）
※ 各都道府県１か所（徳島県のみ３か所）
※ 24時間の相談対応を行っているセンターは３か所（千葉県、

大阪府、鳥取県）

〇 来所相談実績：8,977人（令和４年度における実人数）（※）
※ 69.4％（6,229人）が「夫等」「子・親・親族」「交際相手

等」からの暴力被害によるもの。
※ 来所相談のうち「20歳未満」が4.4％（396人）、「20～40歳

未満」が45.8％（4,112人）、「40歳以上」が48.7％（4,370人）
となっている。

19,593 
21,195 

11,827 11,828 10,591 9,281 8,977 

H14年度 H15年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

女性相談支援センターの来所相談人数の推移
※ 来所相談人数は、平成１５年度から減少傾向
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女性相談支援センターの都道府県別設置状況（令和５年４月１日）

自治体名 名 称 土日祝日の
相談対応

24時間の
相談対応

1 北海道 北海道立女性相談援助センター ○

2 青森県 青森県女性相談所 ○

3 岩手県 岩手県福祉総合相談センター ○

4 宮城県 宮城県女性相談センター ○

5 秋田県 秋田県女性相談所 ○

6 山形県 山形県女性相談センター ○

7 福島県 福島県女性のための相談支援センター ○

8 茨城県 茨城県女性相談センター ○

9 栃木県 とちぎ男女共同参画センター ○

10 群馬県 群馬県女性相談所 ○

11 埼玉県 埼玉県婦人相談センター ○

12 千葉県 女性サポートセンター ○ ○

13 東京都
東京都女性相談センター ○

（東京都女性相談センター 多摩支所）

14 神奈川県 神奈川県立女性相談所

15 新潟県 新潟県女性福祉相談所

16 富山県 富山県女性相談センター ○

17 石川県 石川県女性相談支援センター ○

18 福井県 福井県総合福祉相談所 ○

19 山梨県 山梨県女性相談所

20 長野県 長野県女性相談センター

21 岐阜県 岐阜県女性相談センター ○

22 静岡県 静岡県女性相談センター ○

23 愛知県 愛知県女性相談センター ○

24 三重県 三重県女性相談所

25 滋賀県 滋賀県中央子ども家庭相談センター ○

自治体名 名 称 土日祝日の
相談対応

24時間の
相談対応

26 京都府 京都府家庭支援総合センター ○

27 大阪府 大阪府女性相談センター ○ ○

28 兵庫県 兵庫県女性家庭センター ○

29 奈良県 奈良県中央こども家庭相談センター

30 和歌山県 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター ○

31 鳥取県 鳥取県福祉相談センター ○ ○

32 島根県
島根県女性相談センター ○

（島根県女性相談センター西部分室）

33 岡山県 岡山県女性相談所

34 広島県 広島県西部こども家庭センター ○

35 山口県 山口県男女共同参画相談センター ○

36 徳島県

徳島県中央こども女性相談センター

徳島県南部こども女性相談センター

徳島県西部こども女性相談センター

37 香川県 香川県子ども女性相談センター ○

38 愛媛県 愛媛県福祉総合支援センター ○

39 高知県 高知県女性相談支援センター ○

40 福岡県 福岡県女性相談所 ○

41 佐賀県 佐賀県婦人相談所

42 長崎県 長崎こども・女性・障害者支援センター

43 熊本県 熊本県女性相談センター ○

44 大分県 大分県婦人相談所 ○

45 宮崎県 宮崎県女性相談所 ○

46 鹿児島県 鹿児島県女性相談センター ○

47 沖縄県 沖縄県女性相談所 ○

合計 全国49か所 37か所 ３か所
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女性相談支援センターが受付けた来所相談の内容

○ 「夫等からの暴力」を内容とする相談は来所相談全体の５５．９％となっている。

○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つを合わせると、全体の６９．３％を暴力被害の相談
が占めている。

令和４年度 合計：８，９７７人（実人数）

夫等からの暴力
５，０２１人
（５５．９％）

その他の人間関係
７７３人（８．６％）

住居問題・帰住先なし
５１０人（５．７％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

１８５人（２．１％）

男女・性の問題
（うちストーカー被害４９人を含む）

１０７人（１．２％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

１，０８７人（１２．１％）

経済関係
８６人（１．０％）

交際相手等からの暴力
２８１人（３．１％） 子・親・親族からの暴力

９２７人（１０．３％） （厚生労働省女性支援室調べ） 20
※ 数値は旧婦人相談所によるもの



住居問題・帰住先なし
４人（１１．１％）

経済関係
１人

（２．８％）

夫等からの暴力
５人（１３．９％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

２人（５．６％）

その他の人間関係

２人（５．６％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

３人（８．３％）

交際相手等からの暴力
１１人（３０．６％）

子・親・親族からの暴力
８人（２２．２％）

（厚生労働省女性支援室調べ）

１８歳未満

夫等からの暴力
３７人

（１０．３％）

子・親・親族からの暴力
１５０人（４１．７％）

交際相手等からの暴力
３０人（８．３％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

１６人（４．４％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

４人（１．１％）

その他の人間関係
６２人（１７．２％）

住居問題・帰住先なし
５２人（１４．４％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

８人（２．２％）

３６人 ３６０人

１８～２０歳未満

２０～４０歳未満

夫等からの暴力
２，１８９人（５３．２％）

４，１１２人

子・親・親族からの暴力
４５９人（１１．２％）

交際相手等からの暴力
１４１人（３．４％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

４４７人（１０．９％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

５５人（１．３％）

その他の人間関係
４１９人（１０．２％）

住居問題・帰住先なし
２６５人（６．４％） 経済関係

３７人（０．９％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

１００人（２．４％）

４，３７０人
夫等からの暴力

２，７４６人
（６２．８％）

子・親・親族からの暴力
３０８人（７．０％）

交際相手等からの暴力
９５人（２．２％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

５９４人（１３．６％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

４７人（１．１％）

その他の人間関係
２８０人（６．４％）

住居問題・帰住先なし
１８３人（４．２％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

７４人（１．７％）

経済関係
４３人

（１．０％）

４０歳以上

※年齢不明：９９人

○ １８歳未満は、全体の０．４％。相談内容では、交際相手等からの暴力が３０．６％、子・親・親族からの暴力が２２．２％ 、夫等からの暴力が１３．９％の順で多い。
○ １８歳以上２０歳未満は、全体の４．１％。相談内容では、子・親・親族からの暴力４１．７％、その他の人間関係１７．２％の順で多い。
○ ２０歳以上４０歳未満は、全体の４６．３％。相談内容では、夫等からの暴力５３．２％、子・親・親族からの暴力１１．２％の順で多い。
○ ４０歳以上は、全体の４９．２％。相談内容では、夫等からの暴力６２．８％、暴力以外の家族親族の問題１３．６％の順で多い。

経済関係
１人（０．３％）

女性相談支援センターが受付けた来所相談の内容（年齢別）

21※ 数値は旧婦人相談所によるもの



○来所相談人数は、平成１５年度から減少傾向にある。

19,593 

21,195 
20,049 

19,332 
18,434 

17,971 
17,781 17,974 

16,082 
15,328 15,493 15,059 

14,115 
13,300 12,588

11,910 11,827 11,828 
10,591 

9,281 8,977 

H14年

度
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度
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度

H23年

度

H24年

度

H25年

度

H26年

度

H27年

度

H28年

度

H29年

度

H30年

度

R元年

度

R２年

度

R３年

度

R４年

度

（実人数）

女性相談支援センターの来所相談人数の推移

（厚生労働省女性支援室調べ）
注１：暴力被害男性（５７名）は含まない。 22
※ 数値は旧婦人相談所によるもの



○女性相談支援センターにおける夫等からの暴力の相談人数は年間５，０２１人となっている。

○相談人数は、平成１３年度から平成１６年度にかけて増加し、その後は、横ばい傾向であったが、
平成２５年度から徐々に減少してきている。

8,205 

9,355 

9,827 
9,585 9,408 

9,175 
9,364 

9,882 

9,294 
8,943 

9,172 8,838 
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5,371 5021
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H20年

度
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度
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度
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度
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H25年
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H26年

度

H27年

度

H28年

度

H29年
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H30年

度

R元年

度

R２年

度

R３年

度

R４年

度

(55.7%)

(55.9%)

（実人数）※（ ）内は、相談全体に占める夫等からの暴力の割合。

(49.0%)

(41.9%)
(44.1%)

女性相談支援センターにおける夫等からの暴力に関する
相談人数（来所相談）及び相談全体に占める割合の推移

（厚生労働省女性支援室調べ）

(49.6％)
(51.0％)

（51.1％）（52.7％）

(55.0%)

(57.8%)
(58.3%)

(59.2%)
（58.7%）

(57.4%)
(58.3%)

(56.6%)
(56.4%)

(60.1%)

(55.7%)

(57.9%)

23
※ 数値は旧婦人相談所によるもの



女性相談支援センターにおける
来所相談人数（都道府県別） 令和４年度

（厚生労働省女性支援室調べ）

（実人員）

○相談件数や相談内容の傾向は、都道府県ごとに違いがある。

24※ 数値は旧婦人相談所によるもの



女性相談支援センターと児童相談所が
連携をとった件数

児童虐待に関する相談
そ
の
他
の
相
談

合
計父

等
か
ら
の

虐
待

母
か
ら
の

虐
待

両
親
か
ら
の

虐
待

そ
の
他

件数
799

（64.3%）
89

（7.2%）
168

（13.5%）
24

（1.9%）
162

（13.0%）
1,242

（100%）

○女性相談支援センターにおいて児童相談所と連携して対応を行ったのは１，242件。

○相談のうち６４．３％が父親等からの虐待によるもの。被害女性本人からの虐待は７．２％。

○連携を受けて児童相談所がとった対応としては、児童相談所による一時保護は６．９％、児

童福祉施設入所は２．７％。

（厚生労働省女性支援室調べ）

女性相談支援センターとの連携を受けて
児童相談所がとった対応

一

時

保

護

児
童
福
祉
施
設
入
所

児
童
福
祉
司
指
導

市
町
村
へ
引
継
ぎ

継
続
指
導

終

結

そ

の

他

合

計

86
（6.9%）

34
（2.7%）

111
（8.9%）

143
（11.5%）

308
（24.8%）

239
（19.2%）

321
（25.8%）

1,242
（100%）

児童相談所との連携の状況（令和４年度）

25※ 数値は旧婦人相談所によるもの



昭和３２年４月
売春防止法に基づき、婦人相談所に要保護女子の一時保護を行う施設を設置。
（平成１９年４月～定員を超える場合は一時保護委託が可能となった。）

平成１４年４月～
ＤＶ法に基づき、暴力被害女性及び同伴家族の一時保護を行うこととされた。
また、民間シェルター等への一時保護委託が可能となった。

平成１６年１２月～
人身取引対策行動計画に基づき、婦人相談所及び一時保護委託先施設において、
人身取引被害者の一時保護を行うこととなった。（平成１７年度より一時保護委託を実施）

女性相談支援センターにおける一時保護

平成２３年３月～
第３次男女共同参画基本計画を踏まえ、恋人からの暴力の被害者を一時保護の委託対象に加えた。

平成２３年７月～
母子生活支援施設において、妊娠段階から出産後まで一貫して母子の支援を行うことが可能となる

よう、支援を行うことが特に必要であると認められる妊産婦を一時保護の委託対象に加えた。

平成２８年４月～
「ストーカー総合対策」（平成27年3月）や第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日）を踏ま

え、ストーカー行為や性暴力・性犯罪の被害女性を一時保護の委託対象に加えた。

令和元年７月～
「婦人保護事業の運用面における見直し方針について」（令和元年6月21日）を踏まえ、定員を超える場合にのみ一時保護委託が可能としている対象者についても、

保護が必要な被害女性本人の意向、状態及び状況等を踏まえた一時保護が可能となるよう、売春経歴を有する者で、現に保護、援助を必要とする状態にあると認めら
れる者、売春経歴は有しないが、その者の生活歴、性向又は生活環境等から判断して現に売春を行うおそれがあると認められる者及び家庭関係の破綻、生活の困窮
等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者を一時保護の委託対象に加えた。

26

令和６年４月～
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、女性相談支援センターに一時保護を行う施設を設置。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則において、一時保護を行う場合を規定。
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女性相談支援センターにおける一時保護

令和6年4月～

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）

第９条

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談
支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則（令和５年厚生労働省令第３７号）

第１条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和四年法律第五十二号。以下「法」という。）第九条第七項の厚生
労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号。次号において「配偶者暴力防
止等法」という。）第一条第一項に規定する配偶者からの暴力から保護することが必要と認められる場合

二 同居する者等であって、配偶者暴力防止等法第一条第三項に規定する配偶者以外の者からの暴力から保護することが必
要と認められる場合

三 ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成十二年法律第八十一号）第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第
三項に規定する位置情報無承諾取得等から保護することが必要と認められる場合

四 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第七号に規定する人身取引等により他人の支配下
に置かれていた者として保護することが必要と認められる場合

五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護
することが必要と認められる場合
六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合

七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないお
それがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合



女性相談支援センター一時保護所の現状

根拠法

支援内容

実績

・ 女性相談支援センターは、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）第９条第３項第２号及び第６
項に基づき、一時保護を行う施設を設け、困難な問題を抱える女性の一時保護を行うものとされている。

・ また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成13年法律第31号）第３条第３項及び第４項に基づく、配
偶者からの暴力を受けた者の一時保護も担っている。

（１）健康状態の把握 ：看護師、（嘱託）医師、保健師等を活用し、支援対象者及び同伴家族の健康状態の把握
（２）心理的支援 ：入所に至った経緯や本人の意向等を踏まえつつ、支援対象者及び同伴家族の心理的支援
（３）ソーシャルワーク ：自立に必要な様々な情報提供、個々の状況に応じた支援計画の作成
（４）衣食住の提供 ：一時保護を行うとともに、衣食その他日常生活に必要なものの給付
（５）学習・保育支援 ：同伴児童に対する学習支援や保育の実施、支援対象者に対する育児に関する助言や支援
（６）退所に向けての支援：支援対象者の希望に応じた、退所後の支援等の検討・調整

〇 設置か所数 ：47か所（各都道府県に１か所）

〇 一時保護実績（令和４年度における実人数）
一時保護された女性：2,963人

同伴家族：2,328人
〇 平均在所期間：17.9日（令和４年度実績）

〇 一時保護委託件数（令和４年度における実人数）
一時保護された女性： 930人

同伴家族：1,115人

＜一時保護理由＞

1,997人
374人

131人
55人
53人
14人

310人

21人 8人 夫等からの暴力

子・親・親族からの暴力

交際相手等からの暴力

暴力以外の家族親族の問題（離婚問題を含む）

男女・性の問題（ストーカー被害含む）

その他人間関係

住居問題・帰住先なし

医療関係（精神、妊娠・出産を含む）

経済関係

全体の84.4％
が暴力被害

28



○女性相談支援センターにより一時保護された女性は２，９６３人。同伴家族の数が２，３２８人で、
合計５，２９１人となっている。（一時保護委託を含む。）

○一時保護の人数は平成１４年度から平成１６年度にかけて増加し、その後は横ばい傾向が続い

たが、平成２７年度からは減少している。

6,261 6,447 6,541 6,449 6,359 6,478 6,613 6,625 6,357 6,059 6,189 6,125 5,808 
5,117 4,624 4,172 4,052 3,994 3,514 3093 2963

4,642 
5,029 

5,518 5,285 
5,478 

5,529 

5,532 

5,535 

5,509 

5,187 
5,376 

5,498 

5,274 

4,577 

4,018 
3,793

3,536 

3,561 

2,851
2444 2328

H14年度H15年度H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R元年度R２年度 R３年度 R４年度

5,２９１

（実人数）

10,903
11,476

同伴家族一時保護された女性

12,059 11,837
11,734

12,007
12,145 12,16011,866

7,965

11,246
11,565

女性相談支援センターによる一時保護者数の推移

11,623

11,082

9,694

8,642

7,588

（厚生労働省女性支援室調べ）

7,555

6,365

5,537

29※ 数値は旧婦人相談所によるもの



女性相談支援センターにおける一時保護の理由

○ 「夫等からの暴力」を理由とする保護が全体の６７．４％を占めている。

○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つを合わせて、全体の８４．４％を暴力被害が占めている。

子・親・親族からの暴力
３７４人（１２．６％）

交際相手等からの暴力
１３１人（４．４％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

５５人（１．９％）

その他の人間関係
１４人（０．５％）

住居問題・
帰住先なし

３１０人
（１０．５％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

２１人（０．７％）
経済関係

８人（０．３％）

男女・性の問題
（うちストーカー被害３２人を含む）

５３人（１．８％）

夫等からの暴力
１，９９７人
（６７．４％）

令和４年度 合計：２，９６３人（実人数）

（厚生労働省女性支援室調べ）

（一時保護委託も含む。）

30※ 数値は旧婦人相談所によるもの



医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

１７人（１．１％）

女性相談支援センターにおける一時保護の理由（年齢別）

夫等からの暴力
３人

（２７．３％）

住居問題・帰住先なし
１人（９．１％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

３人（２７．３％）

子・親・親族からの暴力
２人

（１８．２％）

（厚生労働省女性支援室調べ）

１８歳未満
夫等からの暴力

２９人
（１６．８％）

子・親・親族からの暴力
９３人

（５３．８％）交際相手等からの暴力
８人（４．６％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

３人（１．７％）

住居問題・
帰住先なし

３３人（１９．１％）

１１人 １７３人

１８～２０歳未満

２０～４０歳未満

夫等からの暴力
１，０６１人
（７０．７％）

１，５００人

子・親・親族からの暴力
１２５人（８．３％）

交際相手等からの暴力
６５人（４．３％）

暴力以外の家族親族の
問題

（離婚問題を含む）

３２人（２．１％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

２８人（１．９％）

その他の人間関係
６人（０．４％）

住居問題・帰住先なし
１６２人（１０．８％）

経済関係
４人（０．３％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

１３人（１．０％）

４０歳以上

その他の人間関係
２人（１８．２％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

７人（４．０％）

○ １８歳未満は、全体の０．４％。保護理由では、夫等からの暴力、暴力以外の家族親族の問題がそれぞれ２７．３％となっている。
○ １８歳以上２０歳未満は、全体の５．８％。保護理由では、子・親・親族からの暴力５３．８％、住居問題・帰住先なし１９．１％の順で多い。
○ ２０歳以上４０歳未満は、全体の５０．６％と最も多い。保護理由では、夫等からの暴力７０．７％、住居問題・帰住先なし１０．８％の順で多い。
○ ４０歳以上は、全体の４３．２％。保護理由では、夫等からの暴力７０．７％、子・親・親族からの暴力１２．０％の順で多い。

※年齢不明：0人

１，２７９人

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

４人（０．３％）
住居問題・帰住先なし

１１４人（８．９％）

子・親・親族からの暴力
１５４人（１２．０％）

交際相手等からの暴力
５８人（４．５％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

２２人（１．７％）

その他の人間関係
６人（０．５％）

夫等からの暴力
９０４人

（７０．７％）

経済関係
４人

（０．３％）

31※ 数値は旧婦人相談所によるもの

令和４年度



一時保護所の入所者（年間平均）数及び定員の推移

（厚生労働省女性支援室調べ）

774 774 774 779 779 779 774

139.3 127.7 123.1 128.5 109.8 91.1 90.3

0
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700

800

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

定員数 入所者数

※入所者数＝年間延人数÷３６５

32※ 数値は旧婦人相談所によるもの



0
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1500

2000

乳児 幼児 小学生 中学生 義務教育終了児 １８歳以上

○５５．８％が乳児・幼児。３１．７％が小学生。同伴家族の９７．７％が１８歳未満の児童。

○ほとんどが女性相談支援センター（※）一時保護所または一時保護委託先において

保護女性と一緒に保護。

○年齢の高い男子を伴う場合は、一時保護を委託するケースが多い。

年齢区分

（厚生労働省女性支援室調べ）

2７5人
(11.8%）

1,024人
（44.0%）

737人
（31.7%）

183人
（7.9%）

56人
（2.4%）

53人
(2.3%）

合計：2,328人（実人員）

一時保護同伴家族の状況（令和４年度）

33
※ 数値は旧婦人相談所によるもの



775人

（26.2%）

410人

（13.8%）

536人

（18.1%）

265人

（8.9%）

457人

（15.4%）

520人

（17.5%）

女性相談支援センターによる一時保護の在所期間

６～１０日

１～５日

１１～１５日
１６～２０日

２１～３０日

３１日以上

○一時保護の平均在所日数は令和４年度は１７．９日となっている。
○平均在所日数の推移をみると、増加傾向にある。

14.6 14.8 14.8 14.7 15.1 15.3 15.7 16.2 15.9
16.9 17.1 16.8

17.9 

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

令和４年度 合計：２，９６３人（実人数）
（日）平均在所日数の推移（一時保護委託も含む。）

（厚生労働省女性支援室調べ）
34※ 数値は旧婦人相談所によるもの



一時保護された女性の一時保護後の主な状況
（ 令和４年度中の退所者：２，８４３人の内訳 ）

※このほかに、同伴家族が２，２４５人いる。うち２，１８６人（９７．４％）は女性と同じ移行先へ。

母子分離して児童相談所に保護された児童は５０人（２．２％）、帰宅が２人（０．０８％）、
その他が７人（０．３％）。

退 所 先
（R４年度） （参考：R３年度）

人 ％ 人 ％

施
設

女性自立支援施設 303 10.7 306 10.2

母子生活支援施設 342 12.0 359 12.0

その他の社会福祉施設 286 10.1 335 11.2

民 間 団 体 243 8.5 250 8.4

自 立 386 13.6 428 14.3

帰 宅 477 16.8 473 15.8

帰 郷 （ 実 家 等 ） 368 12.9 383 12.8

知 人 ・ 友 人 宅 120 4.2 102 3.4

病 院 90 3.2 74 2.5

そ の 他 228 8.0 277 9.3

計 2,843 100.0 2,987 100.0

（厚生労働省女性支援室調べ） 35※ 数値は旧婦人保護施設によるもの



各都道府県において委託契約を行っているため、同一施設が複数県から委託を受けていることがあり得る。

○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 委託契約施設数は、令和５年４月１日現在で３３０施設。
※各都道府県において委託契約を行っているため、同一施設が複数県から委託を受けていることがあり得る。

○ 令和４年度における一時保護委託人数は、２，０４５人。
(女性本人９３０人、同伴家族１，１１５人)である。

○ 女性本人の平均在所日数１７．７日となっている。（一時保護委託ケース）

(注１) 母子生活支援施設を除く。 (注２) （ ）内は、令和４年４月１日現在

一時保護の委託契約施設数（令和４年4月1日現在）

一時保護委託の状況

施 設
区 分

母子生活
支援施設

民間
シェルター

児童福祉
施設

（注１）

障害者
支援施設

女性自立支
援施設

老人福祉
施設

保護施設 その他 合 計

カ所数
（注２）

111
(111)

65
(64)

56
(57)

25
(28)

21
(22)

21
(22)

11
(11)

20
(17)

330
(333)

（厚生労働省女性支援室調べ） 36※ 数値は旧婦人相談所によるもの



一時保護委託の推移

1,226 1,348 1,409 1,467 1,661 1,767 1,905 1,803 1,785 1,721 1,841 1,748 1,512 1,354 1243 1,1631,2611,136 936 930

1,570 
1,807 1,716 

1,968 
2,089 2,149 2,198 2,229 2,063 2,113 

2,247 2,113 
1,787 

1,532 1,480 1,336
1,489 

1,178 
1,018 1,115 

H15年H16年H17年H18年H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年H26年H27年H28年H29年H30年R元年 R２年 R３年 R４年

一時保護された女性 同伴家族

2,7232,796
3,155 3,125

3,435
3,750

3,916
4,103

4,032 3,848
3,834

4,088
（実人員）

3,299

1,954
2,045

○平成14年度に一時保護委託制度を創設。
○平成15年度から平成21年度にかけて増加傾向にあり、その後は、横ばいの傾向であったが、

平成26年度から減少傾向にある。

3,861

2,886

2,499

（厚生労働省女性支援室調べ）

2,750

2,314

37※ 数値は旧婦人相談所によるもの



（附票）女性相談支援センターにおける一時保護委託状況（女性本人）（都道府県別） 令和４年度
一時保護人数 一時保護人数

うち一時保護委託人数 うち一時保護委託人数

合計

女
性
支
援
支
援
施
設

母
子
生
活
支
援
施
設

児
童
福
祉
施
設

（
母
子
生
活
支
援
施
設

を
除
く
）

保
護
施
設

老
人
福
祉
施
設

障
害
者
支
援
施
設

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー

そ
の
他

計 合計

女
性
支
援
支
援
施
設

母
子
生
活
支
援
施
設

児
童
福
祉
施
設

（
母
子
生
活
支
援
施
設

を
除
く
）

保
護
施
設

老
人
福
祉
施
設

障
害
者
支
援
施
設

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー

そ
の
他

計

北海道 186 0 8 0 0 0 0 106 0 114 滋賀県 61 0 17 0 0 0 0 0 0 17
青森県 13 0 3 0 0 0 0 0 0 3 京都府 63 0 2 0 0 0 0 0 0 2
岩手県 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大阪府 248 127 44 0 0 0 2 2 0 175
宮城県 40 0 2 0 0 0 0 0 0 2 兵庫県 137 24 1 0 0 0 0 21 1 47
秋田県 20 0 10 0 0 0 0 0 0 10 奈良県 42 0 7 0 0 0 0 0 0 7

山形県 14 0 2 1 0 0 0 0 0 3 和歌山県 65 0 8 0 0 0 1 0 0 9

福島県 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鳥取県 18 0 14 0 0 0 0 1 0 15
茨城県 65 0 4 0 0 0 0 0 0 4 島根県 11 0 2 0 0 0 0 0 2 4
栃木県 35 0 2 0 0 0 0 6 0 8 岡山県 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬県 60 0 4 0 0 0 0 2 0 6 広島県 84 6 13 0 0 0 0 0 0 19
埼玉県 49 0 2 0 0 0 0 10 0 12 山口県 19 0 1 1 0 0 0 2 0 4
千葉県 82 1 5 0 0 0 0 0 0 6 徳島県 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都 526 181 5 0 0 0 0 5 0 191 香川県 46 0 0 0 0 0 0 3 0 3

神奈川県 214 10 0 0 0 0 0 42 0 52 愛媛県 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟県 40 0 12 0 0 0 0 0 0 12 高知県 22 0 1 0 0 0 0 0 0 1
富山県 42 0 0 0 0 0 0 1 0 1 福岡県 88 15 36 0 0 0 0 1 0 52
石川県 42 0 2 0 0 0 0 0 0 2 佐賀県 20 1 2 0 0 0 0 0 0 3
福井県 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長崎県 44 0 0 1 0 0 0 0 0 1
山梨県 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 熊本県 34 0 2 0 0 0 0 0 0 2
長野県 17 0 6 1 0 0 0 0 1 8 大分県 23 0 7 0 0 0 0 0 0 7
岐阜県 74 0 26 0 0 0 0 0 0 26 宮崎県 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静岡県 41 1 2 0 0 0 0 4 0 7 鹿児島県 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛知県 119 41 38 0 0 0 0 0 0 79 沖縄県 53 0 0 0 0 1 6 0 0 7

三重県 22 1 8 0 0 0 0 0 0 9 合計 2,963 408 298 4 0 1 9 206 4 930

（厚生労働省女性支援室調べ） 38
※ 数値は旧婦人相談所によるもの



女性相談支援センターの職員配置状況
(職種別、常勤・非常勤別)

（厚生労働省女性支援室調べ）

（単位：人）

職種
常勤 非常勤 合計

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務
所長 14 37 0 0 14 37
相談指導員 76 103 1 2 77 105
心理支援員 9 71 6 9 15 80
医師 1 3 5 2 6 5
事務職員 48 73 6 10 54 83
女性相談支援員 9 12 182 14 191 26

その他職員
電話相談員 1 0 50 12 51 12
警備員 0 0 4 4 4 4
その他 4 35 28 43 32 78

合計 162 334 282 96 444 430

令和５年４月１日現在

39※ 数値は旧婦人相談所及び旧心理判定員、旧婦人相談員によるもの



一時保護所の職員配置状況(職種別、常勤・非常勤別)

（厚生労働省女性支援室調べ）

（単位：人）

職種
常勤 非常勤 合計

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

施設長 1 37 0 0 1 37
主任指導員 15 44 0 0 15 44
指導員 35 87 61 28 96 115
保健師 0 8 1 0 1 8
看護師 5 4 6 4 11 8
栄養士 2 5 3 2 5 7

その他職員
宿直員 0 0 69 64 69 64
警備員 0 0 10 11 10 11
その他 5 45 23 40 28 85

保育士 3 0 5 1 8 1
心理療法担当職員 5 19 5 15 10 34
調理員 1 5 10 14 11 19
同伴児童対応職員 保育士 1 0 15 12 16 12

その他 1 0 11 12 12 12
個別対応職員 0 0 3 0 3 0

合計 74 254 222 203 296 457
令和５年４月１日現在 40



１．女性相談支援センターの職員配置基準

女性相談支援センターに関する政令（令和５年３月29日政令第85号） 女性相談支援センター設置要綱（令和６年３月１８日局長通知）

（婦人相談所の職員）
第二条 婦人相談所には、判定をつかさどる職員、相談及び調査をつ

かさどる職員並びに婦人相談所のその他の業務を行うために必要な職
員を置かなければならない。

２ 判定をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員で

あつて次の各号の一に該当するもののうちから任用するように努めな
ければならない。
一 医師であつて、精神衛生に関して学識経験を有するもの
二 学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）に基く大学又は旧
大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基く大学において、心理学を
専修する科目を修めて卒業した者
三 前各号に掲げる者に準ずる者

３ 相談及び調査をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有す
るもののうちから任用しなければならない。

第二 職員
１ 職員の設置等

（略）

センターには、所長のほか、社会福祉主事たる資格を有する相談を
つかさどる職員、精神衛生に関して学識経験を有する医師等の医学
的又は心理学的な援助その他の必要な援助をつかさどる職員が必
要とされること。

また、一時保護所には、困難な問題を抱える女性への支援に関す
る法律施行規則（令和５年厚生労働省省令第37号）第１条各号に規

定する多様な一時保護の対象者に対応するために必要な職員を置
かなければならないこと。
（略）

女性相談支援センターに係る職員配置基準及び設備基準について
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４．女性相談支援センターの設備基準（女性相談支援センター設置要綱（令和６年３月１８日局長通知））

第三 構造設備

１ センター等に必要な設備は次のとおりとすること。ただし、他の関連するセンター等の設備を利用することにより効果的な運営を期待することが
できる場合であって、センター等の業務に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

（１）管理及び相談等関係
ア 所長室兼応接室 イ 事務室 ウ 相談室
エ 診療室 オ 心理支援室 カ 宿直室
キ 便所

（２）一時保護関係
ア 居室 イ 浴室 ウ 洗面所
エ 食堂 オ 調理室 カ 洗濯室
キ 便所 ク 支援員室

（３）共通的関係
消火設備その他非常災害に際して必要な設備

２ 前項の設備の基準は、次のとおりとすること。
（１）居室

ア 居室の定員は、原則一人とすることとするが、入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合等であって、支援に必要と認められる
場合は、定員を二人以上とすることができること。

イ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね九・九平方メートル以上とすること。

ウ 居室には寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただ
し、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。

エ 居室は、日照、採光、換気、入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災等について十分に考慮された構造とす
ること。

オ 居室の主要な出入口は、避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直面して設けること。

（２）その他
ア 廊下、便所その他必要な場所には常夜灯を設けること。
イ 調理室、浴室等の火気を用いる部分の周囲は、不燃材料で被覆すること。

３ 一時保護所の建物は、火災に係る入所者の安全性が確保されている建物でなければならないこと。
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３．女性相談支援員について
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女性相談支援員の概要

根拠法

支援内容

実 績

・ 女性相談支援員は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）第11条に基づき、都道府県
及び市町村が配置するものとされている。（都道府県：義務、市町村：努力義務）

・ また、任用にあたっては、職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮しなければなら
ないものとされている。

・ なお、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成13年法律第31号）第４条に基づく、配偶者から
の暴力を受けた者の支援も担っている。

・ 女性相談支援員は相談者の立場に立ち、①相談対応、②要保護性・緊急性のある相談者への安全確保のための支援、③新た
な生活の再建に向けて、一連の支援の流れが切れ目なく展開されるよう、必要な対応を行う。

・ 女性相談支援員は他分野・他機関と連携・協働し社会資源をコーディネートしながら、地域での中長期的・継続的な自立支
援までの流れを切れ目なく支援するソーシャルワーカー（ケースワーカー）としての業務を行う。

183,313 

394,684 407,942 
433,250 437,113 434,285 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

H15年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

〇 女性相談支援員による相談対応件数（延べ件数）

※ 女性相談支援センターに配置された女性相談支援員による相談対応を除く。

〇 女性相談支援員の配置状況

582 

1,029 1,064 1,120 1,133 1,149

436

483 469 
474 446 446

H20年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

都道府県

市 1,595
常 勤： 280人
非常勤：1,315人

※市を中心に女性相談支援員の配置は増加。
※女性相談支援員の約８割が非常勤
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○ 女性相談支援員が受け付けた相談実人員（来所相談及び電話相談等）は、増加傾向となってい
る。

○ ＤＶ防止法全面施行の平成１４年度（９３，５７４件）と比較すると、令和４年度の相談実人員は、約
１．６７倍の増加となっている。

93,222 94,934 

102,953 
108,775 113,929 

119,426 

126,118 
133,544 131,509 

140,629 141,199 
143,704 

155,220 
154,826

153,330
159,370 163,393 

164,622 159,022 
156,467 

H15年度H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R元年度R2年度 R3年度 R4年度

女性相談支援員による相談の状況（実人員）

（厚生労働省女性支援室調べ）
※ 婦人相談所に配置された婦人相談員を除く。

45※ 数値は旧婦人相談員によるもの



ＤＶ防止法全面施行の平成１４年度（１７４，７０４件）と比較すると、令和４年度の相談延べ件数は、

○ 女性相談支援員が受け付けた相談延べ件数（来所相談及び電話相談等）は、年々増加している。

○ ＤＶ防止法全面施行の平成１４年度（１７４，７０４件）と比較すると、令和４年度の相談延べ件数は、
約２．４９倍の伸びとなっている。

183,313 
191,825 

204,420 
229,803 

243,901 
255,614 266,611 

277,717 

301,072 

327,502 

357,903 
367,457 

383,111 386,104 
377,837

394,684
407,942 

433,250 
437,113 

434,285 
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H15年度H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R元年度R2年度 R3年度 R4年度

女性相談支援員による相談の状況（延べ件数）

（厚生労働省女性支援室調べ）
※ 婦人相談所に配置された婦人相談員を除く。

46※ 数値は旧婦人相談員によるもの



○来所相談件数は、平成２２年度から横ばい傾向にある。

53,369 

51,021 
53,726 

56,943 
59,470 

61,847 

65,540 
69,701 

65,208 
68,485 

69,985 69,914 70,576 
66,835 

66,450
67,753 69,213 

71,289 

65,998 

68,419 

H15年

度

H16年

度

H17年

度

H18年

度

H19年

度

H20年

度

H21年

度

H22年

度

H23年

度

H24年

度

H25年

度

H26年

度

H27年

度

H28年

度

H29年

度

H30年

度

R元年

度

R２年度 R３年度 R４年度

女性相談支援員による来所相談人数の推移（実人員）

（厚生労働省女性支援室調べ）

※女性相談支援員以外の福祉事務所等に配置されている女性相談支援員が受けた来所相談人数

47※ 数値は旧婦人相談員によるもの



○女性相談支援員における夫等からの暴力の相談人数の相談全体に占める割合は
年々増加している。

9,747 10,290 

11,540 
12,907 

14,583 

15,515 

17,301 

18,978 
18,510 

20,828 

23,272 
23,850 

26,153 
25,306 

25,54326,329
27,949 

32,001 

28,894 
29,493 

H15年度H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R元年度R２年度R３年度R４年度

(４３．１％)

（夫等からの暴力の相談人数及び相談全体に占める割合（来所相談））

※（ ）内は、相談全体に占める夫等からの暴力の割合。

(２０．２％)

(３８．４％)

(１８．３％)

女性相談支援員による相談人数の推移（実人員）

（厚生労働省女性支援室調べ）

(２１．５％)
(２２．７％）

（２４．５％）

（２５．１％）

(２６．４％)
(２７．３％)

(３０．４％)

(２８．４％)

(３３．３％)
(３４．１％)

(３７．１％)

(３７．９％)

(３８．９％)
(４０．４％)

(４４．９％)

(４３．８％)

48※ 数値は旧婦人相談員によるもの



○女性相談支援員は、都道府県及び市から委嘱され、夫等からの暴力を始めとした女性の様々
な相談に対応している。

○女性相談支援員の員数は毎年少しずつ増加していたが、令和３年度から横ばい傾向にある。

（単位：人）
都道府県市

女性相談支援員の推移

令和5年４月１日現在
（厚生労働省女性支援室調べ）

582 598 633 672 754 782 833 877 933 981 1,018 1,029 1,064 1,120 1,133 1,149

436 444 441 468
463 453 462 471

482 466 482 483 469 
474 446 446

H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

1,595

1,018 1,042 1,074
1,140

1,217 1,235 1,295
1,348

1,4151,447
1,500 1,512 1,533

1,594 1,579

49※ 数値は旧婦人相談員によるもの
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（県）

（市） 常勤 非常勤 合計

全国計 ７４人 ３７２人 ４４６人

常勤 非常勤 合計

全国計 ２０６人 ９４３人 １，１４９人

女性相談支援員の都道府県別委嘱状況

令和５年４月１日現在

（厚生労働省女性支援室調べ）
※ 数値は旧婦人相談員によるもの 50



○総数１，５９５人のうち２８２人、１７．７％が常勤となっている。
（常勤の配置は特定の都道府県に偏っている）

○３年未満の相談員が都道府県では３８．２％、市では３８．８％を占めている。

（県）

（市）

在職年数(令和５年４月１日)配置状況(令和５年４月１日)

女性相談支援員の配置状況と在職年数

１７１人

（３８．３%）

５４人

（１２．１%）

１２７人

（２８．５%）

４５人

（１０%）

３３人

（７．４%）

１６人

（３．６%）
３年未満

３年以上５年未満

５年以上10年未満

10年以上15年未満

20年以上

15年以上20年未満

４４６人

（３８．８%）

２０８人

（１８．１%）

２８９人

（２５．２%）

１３１人

（１１．４%）

５３人

（４．６%）

２２人

（１．９%）

３年未満

３年以上５年未

５年以上10年未満

10年以上15年未満
15年以上20年未満

20年以上

（単位：人）

計４４６人

計１，１４９人

県 市 合計

北海道 4 39 43

青森県 8 9 17

岩手県 2 21 23

宮城県 9 29 38

秋田県 8 2 10

山形県 9 15 24

福島県 16 9 25

茨城県 13 7 20

栃木県 12 37 49

群馬県 7 11 18

埼玉県 15 54 69

千葉県 34 47 81

東京都 32 218 250

神奈川県 20 102 122

新潟県 5 17 22

富山県 4 8 12

石川県 2 11 13

福井県 4 7 11

山梨県 4 5 9

長野県 12 25 37

岐阜県 4 11 15

静岡県 5 28 33

愛知県 26 45 71

三重県 8 23 31

県 市 合計

滋賀県 4 6 10

京都府 21 8 29

大阪府 15 36 51

兵庫県 5 53 58

奈良県 4 2 6

和歌山県 15 2 17

鳥取県 1 6 7

島根県 11 6 17

岡山県 14 22 36

広島県 8 16 24

山口県 7 11 18

徳島県 7 4 11

香川県 4 17 21

愛媛県 4 10 14

高知県 6 0 6

福岡県 26 71 97

佐賀県 3 8 11

長崎県 3 8 11

熊本県 2 27 29

大分県 3 2 5

宮崎県 5 12 17

鹿児島県 4 19 23

沖縄県 11 23 34

合計 446 1,149 1,595

（厚生労働省女性支援室調べ） 51※ 数値は旧婦人相談員によるもの



女性相談支援員の配置状況 令和５年４月１日現在
都道府県

都道府県知事
による委嘱

市長による委嘱 計
市区数

(A)
婦人相談員

配置市区数(B)
配置率
(B/A%)

1 北海道 4 39 43 35 12 34.3%
2 青 森 8 9 17 10 5 50.0%
3 岩 手 2 21 23 14 14 100%
4 宮 城 9 29 38 14 4 28.6%

5 秋 田 8 2 10 13 1 7.7%

6 山 形 9 15 24 13 13 100%

7 福 島 16 9 25 13 5 38.5%

8 茨 城 13 7 20 32 4 12.5%

9 栃 木 12 37 49 14 14 100%

10 群 馬 7 11 18 12 5 41.7%

11 埼 玉 15 54 69 40 17 42.5%

12 千 葉 34 47 81 37 14 37.8%

13 東 京 32 218 250 49 49 100%
14 神奈川 20 102 122 19 18 94.7%
15 新 潟 5 17 22 20 6 30%
16 富 山 4 8 12 10 4 40%
17 石 川 2 11 13 11 5 45.5%

18 福 井 4 7 11 9 5 55.6%

19 山 梨 4 5 9 13 2 15.4%

20 長 野 12 25 37 19 19 100%

21 岐 阜 4 11 15 21 8 38.1%

22 静 岡 5 28 33 23 18 78.3%

23 愛 知 26 45 71 38 9 23.7%

24 三 重 8 23 31 14 14 100%

25 滋 賀 4 6 10 13 5 38.5%

26 京 都 21 8 29 15 5 33.3%
27 大 阪 15 36 51 33 14 42.4%
28 兵 庫 5 53 58 29 19 65.5%
29 奈 良 4 2 6 12 1 8.3%
30 和歌山 15 2 17 9 1 11.1%

31 鳥 取 1 6 7 4 4 100%

32 島 根 11 6 17 8 2 25%

33 岡 山 14 22 36 15 4 26.7%

34 広 島 8 16 24 14 10 71.4%

35 山 口 7 11 18 13 11 84.6%

36 徳 島 7 4 11 8 3 37.5%

37 香 川 4 17 21 8 8 100%

38 愛 媛 4 10 14 11 6 54.5%

39 高 知 6 0 6 11 0 0%
40 福 岡 26 71 97 29 11 37.9%
41 佐 賀 3 8 11 10 6 60%
42 長 崎 3 8 11 13 4 30.8%
43 熊 本 2 27 29 14 14 100%

44 大 分 3 2 5 14 1 7.1%

45 宮 崎 5 12 17 9 4 44.4%

46 鹿児島 4 19 23 19 8 42.1%

47 沖 縄 11 23 34 11 11 100%

合計 446 1149 1595 815 417 51.2%

※数値は旧婦人相談員によるもの
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女性相談支援員の配置状況（機関別）

本 庁 支庁・
地方事務所 福祉事務所 女性相談支

援センター その他 計（人）

都道府県
（※３） 1 55 129 221 40 446

市 374 38 667 1 69 1,149

計 375 93 796 222 109 1,595

（厚生労働省女性支援室調べ）

令和５年4月1日現在

（注） 女性相談支援員の配置は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）第11条の規定により、都道府県は義務、
市町村は努力義務とされている。なお、令和５年度までは、売春防止法第35条の規定により、都道府県は義務、市は任意規定とされている。（町村
については、配置規定なし。）

※ 東京都特別区（２３区）を含む。

53

※ 数値は旧婦人相談員及び旧婦人相談所によるもの



女性相談支援員の兼務状況

配置状況(令和５年４月１日)

（厚生労働省女性支援室調べ）

（単位：人）

専従

兼務

家庭相談員 母子自立支援員 家庭相談員
母子自立支援員 DVセンター その他 合計

都道府県 286 8 104 22 15 11 160

市 609 71 299 64 32 74 540

計 895 79 403 86 47 85 700

54
※ 数値は旧婦人相談員によるもの



４．女性自立支援施設について
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女性自立支援施設の概要

根拠法

支援内容

実 績

・ 女性自立支援施設は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）第12条に基づき、都道府
県が設置でき、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護等を行うものとされている。

・ また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成13年法律第31号）第５条に基づく、配偶者から
の暴力を受けた者の保護も担っている。

（１）生活環境の整備 ：心理療法担当職員や個別対応職員等による被害回復に向けた支援、衣食住の提供、日常生活支援
（２）同伴家族への支援 ：心理的ケア、通園・通学支援、学習支援
（３）就労・就学支援 ：公共職業安定所や民間団体等と連携した職業訓練の受講や就職活動に向けた支援、奨学金制度等の

情報提供
（４）地域移行支援 ：健康面、経済面、暮らし方等を踏まえた入所者の意向確認、退所に向けた関係機関等との調整
（５）アフターケア ：退所後の継続的なフォローアップや相談支援、居場所の提供 等

〇 設置か所数：47か所（※）
※ 青森県、富山県、奈良県、鳥取県、島根県、高知県、熊本県が

未設置。岡山県が休止中。

〇 入所実績：574人（令和４年度における実人数）（※）
※ うち366人が「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」からの

暴力被害によるもの。（全体の63.7％）

※ このほか、同伴家族234人（うち同伴児童229人）が入所して
いる。

〇 平均在所期間：140.2日（令和４年度実績）

1,929

1,240 1,235 1,235 1,195 1,195 

823

271 268 244 200 220 
0

200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

昭和60年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

定員

入所者

注）入所者のうち、昭和60年度は10/1時点の入所者数、平成30年度以降は年間平均入所者数

※入所者数及び定員は年々減少

〇 女性自立支援施設の定員と入所者の推移
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都道府県名 名 称 設置運営 都道府県名 名 称 設置運営

北海道 北海道立女性相談援助センター 公設公営 三 重 社会福祉法人三重済美学院 あかつき 民設民営

青 森 － － 滋 賀 滋賀県中央子ども家庭相談センター 公設公営

岩 手 社会福祉法人岩手県同胞援護会 桐の苑 民設民営 京 都 京都府家庭支援総合センター 公設公営

宮 城 宮城県コスモスハウス 公設民営
大 阪

大阪府立女性自立支援センター あゆみ寮 公設民営

秋 田 秋田県陽光園 公設民営 〃 のぞみ寮 公設民営

山 形 金谷寮 公設公営
兵 庫

神戸婦人寮 民設民営

福 島 福島県女性のための相談支援センター 公設公営 姫路婦人寮 民設民営

茨 城 茨城県立若葉寮 公設公営 奈 良 － －

栃 木 とちぎ男女共同参画センター 公設公営 和歌山 和歌山県女性保護施設なぐさホーム 公設公営

群 馬 三山寮 公設公営 鳥 取 － －

埼 玉 埼玉県婦人相談センター 公設公営 島 根 － －

千 葉
婦人保護施設 望みの門学園 民設民営 岡 山 （休止中）岡山県福祉相談センター 公設公営

かにた婦人の村 民設民営 広 島 シャロン・ハウス 民設民営

東 京

救世軍新生寮 民設民営 山 口 山口県大内寮 公設公営

いこいの家 民設民営 徳 島 徳島県立婦人保護施設しらぎく寮 公設公営

いずみ寮 民設民営 香 川 玉藻寮 公設公営

救世軍婦人寮 民設民営 愛 媛 愛媛県立さつき寮 公設公営

慈愛寮 民設民営 高 知 － －

神奈川 神奈川県女性保護施設 さつき寮 公設民営 福 岡 アベニール福岡 公設民営

新 潟 新潟県あかしや寮 公設公営 佐 賀 婦人保護施設 たちばな 民設民営

富 山 － － 長 崎 県立清和寮 公設公営

石 川 石川県白百合寮 公設公営 熊 本 － －

福 井 福井県若草寮 公設公営 大 分 大分県婦人寮 公設公営

山 梨 山梨県婦人保護施設 公設公営 宮 崎 宮崎県立きりしま寮 公設公営

長 野 婦人保護施設 県立ときわぎ寮 公設公営 鹿児島 婦人保護施設フェリオ鹿児島 民設民営

岐 阜 岐阜県立千草寮 公設民営 沖 縄 うるま婦人寮 公設民営

静 岡 静岡県婦人保護施設 清流荘 公設民営

全国４７か所
愛 知

愛知県立白菊荘 民設民営

愛知県立成願荘 民設民営

女性自立支援施設の都道府県別設置状況 令和５年４月１日現在

（厚生労働省女性支援室調べ） 57※ 旧婦人保護施設



女性自立支援施設の設置状況
○全国４７か所の女性自立支援施設のうち、女性相談支援センターと併設している施設が２０か所。

○女性相談支援センターあるいは一時保護所とは別に単独で設置されている女性自立支援施設

は１９か所。

このうち、設置主体が都道府県の施設が５か所、民間施設が１４か所。

女性自立支援施設 ４７か所（令和５年４月１日）

公設公営

２２か所
（４6．８％）

公設民営
９か所

（１９．１％）

民設民営
１６か所

（３４．０％）

58※ 数値は旧婦人保護施設によるもの

単独設置

１７か所
（３６．８％）



女性自立支援施設における在所者の入所理由
○ 「夫等からの暴力」を理由とする入所者が全体の３８．３％となっている。

○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つの暴力被害による入所者が全体の６３．７％を占めている。

※ なお、在所者５７４人のほかに、同伴家族２３４人（うち同伴児童２２９人）が入所している。

※ 在所者５７４人の平均在所日数は、１４０．２日

交際相手等からの暴力
５３人（９．２％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

１８人（３．１％）

その他の人間関係
７人（１．２％）

住居問題・帰住先なし
１２９人

（２２．５％）

経済関係
８人（１．４％）

夫等からの暴力
２２０人

（３８．３％）

子・親・親族からの暴力
９３人（１６．２％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

３７人（６．４％）

令和４年度 合計 ５７４人（実人数）

男女・性の問題
（うちストーカー被害４人を含む）

９人（１．６％）

（厚生労働省女性支援室調べ）
59
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昭和60年度 平成２年度 平成12年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

定員

入所者

○女性自立支援施設の入所者数及び定員は年々少しずつ減少している。

○定員に対する充足率も低下してきている。 昭和60年 ４２．７％ → 令和４年度 １８．４％

（単位：人）

女性自立支援施設の入所者数及び定員の推移

注）入所者のうち、平成17年度までは10/1時点の入所者数、平成17年度以降は年間平均入所者数

60※ 数値は旧婦人保護施設によるもの



婦人保護施設における在所者の入所理由（年齢別）

（厚生労働省女性支援室調べ）

１８歳未満

子・親・親族からの暴力
１９人

（４７．５％）

交際相手等からの暴力
３人（７．５％）

住居問題・帰住先なし
７人（１７．５％）

０人
４０人

１８～２０歳未満

交際相手等からの暴力
２７人（１０．２％）

２０～４０歳未満

夫等からの暴力
８９人

（３３．６％）

２６５人

子・親・親族からの暴力
４２人

（１５．８％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

３人（１．１％）

男女・性の問題
（ストーカー被害を含む）

５人（１．９％）

その他の人間関係
３人（１．１％）

住居問題・帰住先なし
６１人（２３．０％）

経済関係
５人

（１．９％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

３０人（１１．３％）

子・親・親族からの暴力
３２人（１０．１％）

交際相手等からの暴力
２３人（８．６％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

１３人（４．８％）

男女・性の問題その他
（ストーカー被害を含む）

４人（１．５％）

２６９人

夫等からの暴力
１２９人

（４８．０％）

住居問題・帰住先なし
６１人

（２２．７％） 経済関係
１人

（０．４％）

４０歳以上

夫等からの暴力
２人（５．０％）

○ １８歳未満の入所はなし。
○ １８歳以上２０歳未満は、全体の７．０％。保護理由では、子・親・親族からの暴力４７．５％、住居問題・帰住先なし１７．５％の順で多い。
○ ２０歳以上４０歳未満は、全体の４６．２％。保護理由では、夫等からの暴力３３．６％、住居問題・帰住先なし２３．０％の順で多い。
○ ４０歳以上は、全体の４６．９％と最も多い。保護理由では、夫等からの暴力４８．０％、住居問題・帰住先なし２１．７％の順で多い。

※年齢不明：０人

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

４人（１０．０％）

その他の人間関係
３人（１．１％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

３人（１．１％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

２人（５．０％）

その他の人間関係
１人（２．５％）

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

２人（５．０％）
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女性本人

３３５人

（６２．２％）

同伴家族（児童）

１９９人

（３６．９％）

令和４年度女性自立支援施設新規入所者
５３９人

女性自立支援女性自立支援施設平均在所人数
２６０．６人

女性本人

２２０．５人

（８４．６％）

同伴家族
（児童）

３９．８人

（１５．３％）

女性自立支援施設における同伴家族の割合

女性自立支援施設の新規入所者数では、同伴児童が３６．９％を占めるが、平均在所人数で
みると同伴児童は１５．３％となっている。

同伴家族
（児童以外）

５人
（０．９％）

同伴家族
（児童以外）

０．３人
（０．１％）

（厚生労働省女性支援室調べ） 62※ 数値は旧婦人保護施設によるもの
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乳幼児 小学生 中学生 義務教育終了児 １８歳以上

○６５．４％が乳幼児。２５．６％が小学生。同伴家族の約９８．３％が１８歳未満の児童。

年齢区分

（厚生労働省女性支援室調べ）

１５３人
(65.4%）

60人
（25.6%）

12人
（5.1%）

5人
（2.1%）

4人
(1.7%）

合計：２３４人（実人数）

女性自立支援施設における同伴家族の状況（令和４年度）

63※ 数値は旧婦人保護施設によるもの



その他の病弱者

８５人
（１４．５％）

通常の健康状態にある者
３１７人（５４．２％）

女性自立支援施設入所者の心身の状況

注１：その他の病弱者とは、通院、入
院歴がある者及び常備薬を服用
している者等をいう。

○入所者のうち、半数近くの女性が、何らかの障害あるいは病気を抱えている。

精神障害者保健福祉
手帳の保持

１００人（１７．１％）

療育手帳の保持
６１人（１０．４％）

身体障害者手帳の保持
２２人（３．８％）

（参考）令和４年度

女性自立支援施設入所者数 ５８５人

（注1）
令和４年度
計 ５８５人（注２）

注２：うち９人は重複障害の者 64※ 数値は旧婦人保護施設によるもの



女性自立支援施設退所理由
(令和４年度中の退所者：３２０人の内訳)

退所理由
（R４年度）
人 ％

自立 145 45.3%

帰宅 19 5.9%

帰郷 25 7.8%

結婚 0 0.0%

他の社会福施設等へ入所 94 29.4%

病院へ入院 4 1.3%

無断退所 6 1.9%

その他 27 8.4%

合計 320 100.0%

65
※ 数値は旧婦人保護施設によるもの



女性自立支援施設の職員配置状況
(職種別、常勤・非常勤別)

（厚生労働省女性支援室調べ）

（単位：人）

職種
常勤 非常勤 合計

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

施設長 22 25 0 0 22 25
主任指導員 13 36 0 0 13 36
指導員 96 51 19 25 115 76
事務員 28 46 2 2 30 48
看護師 21 7 2 3 23 10
保健師 0 6 0 0 0 6

その他職員
宿直員 3 0 39 79 42 79
警備員 0 0 12 13 12 13
その他 1 8 20 26 21 34

個別対応職員 8 0 0 1 8 1
心理療法担当職員 5 16 10 11 15 27
医師 0 0 0 5 0 5
調理員 34 2 16 13 50 15
栄養士 18 7 0 2 18 9

同伴児童対応職員 保育士 0 0 7 12.3 7 12.3
その他 0 0 3 10 3 10

合計 249 204 130 202.3 379 406.3

66令和５年４月１日現在 ※ 数値は旧婦人保護施設によるもの



３．女性自立支援施設の設備基準（女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和５・３・２９厚労令３６）

第十一条 女性自立支援施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二

条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。）又は準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。）としなけれ
ばならない。

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ
平屋建ての女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消
火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置
人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
３ 女性自立支援施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
一 事務室
二 相談室
三 宿直室
四 居室
五 集会室兼談話室
六 静養室
七 医務室
八 作業室
九 食堂
十 調理室
十一 洗面所
十二 浴室
十三 便所
十四 洗濯室
十五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね九・九平方メートル以上とすること。
ロ 主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ハ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合において
は、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。
二 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。
四 食堂及び調理室
食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清潔を保持するために必要な措置を講じること。
五 その他の設備
イ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
ロ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 67



５．心理支援員等の現状について

68



5人

（11.4%）

19人

（43.2%）

5人

（11.4%）

15人

（34.1%）

非常勤・兼務

非常勤・専従

常勤・兼務

常勤・専従
5人

（11.9%）

16人

（38.1%）10人

（23.8%）

11人

（26.2%）

非常勤・兼務

非常勤・専従

常勤・兼務

常勤・専従
9人

（9.5%）

71人

（74.7%）

6人

（6.3%）

9人

（9.5%）

常勤・兼務

非常勤・専従
非常勤・兼務 常勤・専従

心理支援員（女性相談支援セ
ンター本体） 心理療法担当職員（一時保護所）

令和５年４月１日現在

合計： 95人 合計： 44人

○心理支援員のうち８４．２％が常勤であるが、そのうち８８．８％が兼務職員となっている。

○心理療法担当職員（一時保護所）のうち５４．５％が常勤であるが、そのうち７９．２％が兼務職員となっている。

○心理療法担当職員（女性自立支援施設（※２））のうち５０．０％が常勤であるが、そのうち７６．２％が兼務職員となっている。

心理支援員等の現状①

心理療法担当職員（女性相談支援施
設）

合計： 42 人

（厚生労働省女性支援室調べ） 69
※ 数値は旧婦人相談所及び旧婦人保護施設、旧心理判定員によるもの



心理支援員等の現状②
心理支援員（女性相談支援セン

ター本体）
心理療法担当職員（女性相談支援センター一時

保護所）

常勤 非常勤 常勤 非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

北海道 0 0 0 0 滋 賀 0 0 1 0

青 森 0 0 0 0 京 都 0 0 0 1

岩 手 0 5 0 0 大 阪 0 0 0 0

宮 城 0 0 0 1 兵 庫 1 0 0 0

秋 田 1 0 0 0 奈 良 1 0 0 0

山 形 0 15 0 0 和歌山 0 0 0 0

福 島 0 2 0 0 鳥 取 0 9 0 0

茨 城 0 0 0 0 島 根 1 1 0 0

栃 木 0 0 0 1 岡 山 0 2 0 0

群 馬 0 0 0 1 広 島 0 9 0 0

埼 玉 0 2 0 0 山 口 0 1 0 0

千 葉 0 1 0 0 徳 島 0 1 0 0

東 京 2 2 0 1 香 川 1 0 0 0

神奈川 0 0 2 0 愛 媛 0 1 0 0

新 潟 0 5 0 0 高 知 0 0 1 0

富 山 0 0 0 1 福 岡 0 0 0 0

石 川 0 7 0 0 佐 賀 0 1 0 0

福 井 0 1 0 0 長 崎 0 0 0 0

山 梨 0 1 0 0 熊 本 0 0 0 2

長 野 0 2 0 0 大 分 0 0 0 1

岐 阜 0 0 0 0 宮 崎 0 2 0 0

静 岡 1 0 0 0 鹿児島 0 1 0 0

愛 知 0 0 0 0 沖 縄 0 0 1 0

三 重 1 0 1 0 合 計 9 71 6 9

常勤 非常勤 常勤 非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

北海道 1 0 0 0 滋 賀 0 0 0 1

青 森 0 0 1 0 京 都 0 0 0 1

岩 手 0 0 0 0 大 阪 2 0 1 0

宮 城 0 0 0 1 兵 庫 0 0 0 0

秋 田 0 0 0 0 奈 良 0 0 0 0

山 形 0 0 0 0 和歌山 0 0 0 0

福 島 0 2 0 0 鳥 取 0 1 0 0

茨 城 0 0 1 0 島 根 0 1 0 0

栃 木 0 0 0 1 岡 山 0 0 0 1

群 馬 0 0 0 1 広 島 0 0 0 1

埼 玉 0 2 0 0 山 口 0 0 0 0

千 葉 0 1 0 0 徳 島 0 1 0 0

東 京 0 2 0 1 香 川 0 0 0 1

神奈川 0 0 0 0 愛 媛 0 1 0 0

新 潟 0 5 0 0 高 知 0 0 0 1

富 山 0 0 0 1 福 岡 1 0 0 0

石 川 0 0 0 0 佐 賀 0 0 0 0

福 井 0 1 0 0 長 崎 0 0 0 1

山 梨 0 0 0 0 熊 本 0 0 0 2

長 野 0 2 0 0 大 分 0 0 0 1

岐 阜 0 0 1 0 宮 崎 0 0 0 0

静 岡 0 0 1 0 鹿児島 0 0 0 0

愛 知 1 0 0 0 沖 縄 0 0 0 0

三 重 0 0 0 0 合 計 5 19 5 15

令和５年４月１日現在

（厚生労働省女性支援室調べ）70※ 数値は旧婦人相談所及び旧心理判定員によるもの



心理支援員等の現状③

心理療法担当職員（女性自立支援施設）

常勤 非常勤 常勤 非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

北海道 北海道立女性相談援助センター 0 0 0 0 静岡県 清流荘 0 0 0 0

岩手県 社会福祉法人岩手県同胞援護会桐の苑 0 0 0 0
愛知県

白菊荘 1 0 0 0

宮城県 宮城県コスモスハウス 1 0 0 0 成願荘 0 0 0 0

秋田県 秋田県陽光園 0 0 0 0 三重県 社会福祉法人三重済美学院 あかつき 0 0 0 0

山形県 山形県婦人保護施設金谷寮 0 0 0 0 滋賀県 中央子ども家庭相談センター 0 0 0 1

福島県 福島県女性のための相談支援センター 0 2 0 0 京都府 京都府家庭支援総合センター 0 0 0 1

茨城県 茨城県立若葉寮 0 0 0 0
大阪府

大阪府立女性自立支援センター（あゆみ寮） 0 1 0 0

栃木県 とちぎ男女共同参画センター 0 0 0 1 大阪府立女性自立支援センター（のぞみ寮） 0 1 0 0

群馬県 三山寮 0 0 0 1
兵庫県

神戸婦人寮 0 0 0 0

埼玉県 埼玉県婦人相談センター 0 2 0 0 姫路婦人寮 0 0 0 0

千葉県
望みの門学園 1 0 0 0 和歌山県 和歌山県女性保護施設なぐさホーム 0 0 0 0

かにた婦人の村 0 0 0 0 広島県 呉慈愛寮 0 0 0 0

東京都

救世軍新生寮 1 0 0 0 山口県 山口県大内寮 0 0 0 0

いこいの家 1 0 0 3 徳島県 徳島県立婦人保護施設しらぎく寮 0 1 0 0

いずみ寮 0 0 2 0 香川県 香川県子ども女性相談センター 0 0 0 1

救世軍婦人寮 0 0 3 1 愛媛県 愛媛県さつき寮 0 1 0 0

慈愛寮 0 0 1 0 福岡県 アベニール福岡 0 0 2 0

神奈川県 女性保護施設さつき寮 0 0 2 0 佐賀県 たちばな 0 0 0 0

新潟県 新潟県あかしや寮 0 5 0 0 長崎県 県立清和寮 0 0 0 1

石川県 石川県白百合寮 0 0 0 0 大分県 大分県婦人寮 0 0 0 1

福井県 福井県若草寮 0 1 0 0 宮崎県 県立きりしま寮 0 0 0 0

山梨県 山梨県女性相談所 0 0 0 0 鹿児島県 婦人保護施設フェリオ鹿児島 0 0 0 0

長野県 県立ときわぎ寮 0 2 0 0 沖縄県 うるま婦人寮 0 0 0 0

岐阜県 岐阜県立千草寮 0 0 0 0 ４７施設合計 5 16 10 11

令和５年４月１日現在

（厚生労働省女性支援室調べ）
71※ 数値は旧婦人保護施設及び旧心理判定員によるもの



心理療法担当職員の配置に係る予算（国費）について
配偶者からの暴力被害者等の心のケア対策として、心理療法担当職員を配置し、自立に向けた支援の強化を図る。

令和５年度予算額 令和６年度予算額

（女性支援費国庫負担金及び国庫補助金＜一般会計＞の内数） 25.9億円 ⇒ 26.5億円

１．趣旨

配偶者からの暴力被害者及び同伴する家族等に対し、カウンセリング等により心理的回復を図り、

自立に向けた支援の強化を図ることを目的とする。

２．沿 革 平成１４年度 創設（非常勤の心理療法担当職員の配置）

平成１９年度 拡充（女性自立支援施設の心理療法担当職員の常勤化）

令和 ２年度 拡充（加算要件の緩和「年度当初に被害女性又はその同伴する家族等が10名以上

→ 被害女性又はその同伴する家族等が当該年度を通じて常時1名以上」）

令和 ３年度 拡充（一時保護委託する民間支援団体の心理療法担当職員の配置）

令和 ４年度 拡充（女性自立支援施設に、民間団体が行う心理的ケアに対し助言等を行う

心理療法担当職員を配置）

３．実施施設 女性相談支援センター（※１）一時保護所及び女性自立支援施設（※２）

４．補助根拠 法律補助（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する法律第28条）

５．補助先・補助率 ５／１０ （国５／１０ 都道府県５／１０）
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※１ 旧婦人相談所

※２ 旧婦人保護施設



６．外国人被害者の保護状況
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女性相談支援センターにおける外国人の
一時保護の理由

○ 「夫等からの暴力」を理由とする保護が全体の７９．４％を占めている。

○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つを合わせると、全体の８５．９％を暴力被害が占め
ている。

令和４年度 合計： ２１８人（実人数）

夫等からの暴力
１７３人

（７９．４％）

住居問題・帰住先なし
１９人（８．７％）男女・性の問題

（うちストーカー被害０人を含む）
４人（１．８％）

交際相手等からの暴力
６人（２．８％）

子・親・親族からの暴力
８人（３．７％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

５人（２．３％）

（厚生労働省女性支援室調べ）

（一時保護委託も含む。）

その他の人間関係
１人（０．５％）

医療関係（精神、妊娠・出産を含む）
１人（０．５％）

経済関係
１人（０．５％）

74
※ 数値は旧婦人相談所によるもの



女性相談支援センターにおける外国人の一時保護の理由（年齢別）

（厚生労働省女性支援室調べ）

１８歳未満 １８～２０歳未満

２０～４０歳未満

夫等からの暴力
１１１人

（８２．８％）

１３４人

子・親・親族からの暴力
１人

（０．７％）

交際相手等からの暴力
２人（１．５％）

男女・性の問題
（ストーカー被害０人）

２人（１．５％）

住居問題・帰住先なし
１１人（８．２％）

７６人

夫等からの暴力
５８人

（７６．３％）

男女・性の問題
（ストーカー被害２人）

２人（２．６％）

住居問題・帰住先なし
７人

（９．２％）

４０歳以上

その他の人間関係
１人（１．３％）

０人

８人

住居問題・帰住先なし
１人

（１２．５％）

子・親・親族からの暴力
３人

（３７．５％）

○ １８歳未満の外国人の一時保護はなかった。
○ １８歳以上２０歳未満は、全体の３．７％。保護理由では、夫等からの暴力が５０．０％、子・親・親族からの暴力が３７．５％となっている。
○ ２０歳以上４０歳未満は、全体の６１．５％と最も多い。保護理由では、夫等からの暴力８２．８％、住居問題・帰住先なし８．２％の順で多い。
○ ４０歳以上は、全体の３４．９％。保護理由では、夫等からの暴力７６．３％、住居問題・帰住先なし９．２％の順で多い。

交際相手等からの暴力
４人（５．３％）

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

５人（３．７％）

夫等からの暴力
４人

（５０．０％）

医療関係（精神、妊娠・出
産を含む）

１人（０．７％）

経済関係
１人（０．７％）

子・親・親族からの暴力
４人

（５．３％）

75※ 数値は旧婦人相談所によるもの



７１人

（32.6%）

22人

（10.1%）
４２人

（19.3%）

２２人

（10.1%）

２６人

（11.9%）

35人

（16.1%）

女性相談支援センターによる外国人の一時保護（在所期間）

６～１０日

１～５日

１１～１５日

１６～２０日

２１～３０日

３１日以上

○外国人の一時保護の平均在所日数は１７．５日となっている。
（一時保護全体の平均は１７．９日）

令和４年度 合計：２１８人（実人員）

（厚生労働省女性支援室調べ）
76※ 数値は旧婦人相談所によるもの
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乳児 幼児 小学生 中学生 義務教育終了児 １８歳以上

○ 乳児・幼児だけで約６割を占める。小学生は約３割となっている。

○ 同伴家族の９８．８％が１８歳未満の児童。

年齢区分

（厚生労働省女性支援室調べ）

３４人
(13.9%）

１１３人
（46.3%）

６８人
（27.9%）

２２人
（9.0%） ４人

（1.6%）
３人

(1.2 %）

合計：２４４人（実人数）

外国人の一時保護同伴家族の状況（令和４年度）
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○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 令和４年度における一時保護委託人数は、１９９人。
(女性本人８９人、同伴家族１１０人)である。

○ 女性本人の平均在所日数１８．０日となっている。（一時保護委託ケース）

※2 母子生活支援施設を除く。

一時保護の委託状況（令和４年度）

外国人の一時保護委託の状況

施 設
区 分

女性自立
支援施設

（※１）

民間
シェルター

母子生活
支援施設

児童福祉
施設
（※２）

障害者
支援施設

老人福祉
施設

保護施設 その他 合 計

入
所
人
数

女性
本人 27 23 37 1 0 0 0 1 89

同伴
家族 20 23 67 0 0 0 0 0 110

（厚生労働省女性支援室調べ）
78

※１ 数値は旧婦人相談所によるもの



一時保護された外国人女性の一時保護後の主な状況
（ 令和４年度中の退所者：２１１人の内訳 ）

退 所 先
令和４年度 （参考：令和３年度）

人 ％ 人 ％

施
設

母子生活支援施設 39 18.5 33 14.9

女性自立支援施設 10 4.7 7 3.2

その他の社会福祉施設 12 5.7 19 8.6

帰 宅 32 15.2 35 15.8

自 立 12 5.7 17 7.7

民 間 団 体 24 11.4 36 16.2

帰 国 10 4.7 12 5.4

知 人 ・ 友 人 宅 26 12.3 20 9.0

帰 郷 （ 実家・親族宅 等 ） 17 8.1 13 5.9

病 院 4 1.9 1 0.5

そ の 他 25 11.8 29 13.1

計 211 100.0 222 100.0

※ このほかに同伴家族が２３９人いる。うち２３４人は女性と同じ移行先へ。
母子分離して児童相談所に保護された児童は４人、その他は１人となっている。

（厚生労働省女性支援室調べ）
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※ 数値は旧婦人相談所によるもの



７．人身取引対策について
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人身取引を巡る情勢

○ 我が国の人身取引対策への取組状況に対する国際社会の関心
○ 外国人材の活用、外国人の往来の増加、女性の活躍促進等を進める中、 「世界一安全な国、日本」創造に向けた人身取引対策強化の重要性

人身取引対策行動計画２０２２の構成

②人身取引の防止

○入国管理・在留管理の徹底を通じた人身取引の防止
○労働搾取を目的とした人身取引の防止

・外国人技能実習制度や特定技能制度の更なる適正化等
・体制強化を通じた労働基準関係法令の厳正な執行
・技能実習生等の送出国との連携・協力
・技能実習制度、特定技能制度の在り方の検討

○各種対策
・いわゆるアダルトビデオ出演被害の防止及び救済
・人身取引の防止のための罰則強化の検討
・性的搾取を含めた人身取引の需要側への啓発等

①人身取引の実態把握の徹底

③人身取引被害者の認知の推進

○各種窓口の連携による対応の強化
○潜在的被害者に対する被害申告先、被害者保護施策の周知
○外国語による窓口対応の強化
○在外公館等による潜在的人身取引被害者に対する注意喚起

④人身取引の撲滅

○人身取引対策関連法令執行タスクフォースによる関係行政機関の連
携強化

○人身取引取締りマニュアルの活用による取締りの徹底
○技能実習生等に対する労働搾取を目的とした人身取引の取締りの

徹底
○国境を越えた犯罪の取締り

⑤人身取引被害者の保護・支援

○婦人相談所※等における一時保護・援助等の一層の充実

・被害女性への安全の確保及び心身の健康状態に配慮した心理的ケ
アの対応を行うとともに、生活習慣等を配慮したきめ細かい支援の実施
○被害者への支援

・ワンストップ支援センターの体制整備をはじめとする性犯罪・性暴力
被害者支援の充実

⑥人身取引対策推進のための基盤整備

○関係諸国や国際機関、民間団体との連携強化
○各種広報啓発活動等を通じた国民等の理解と協力の確保
○人身取引対策推進会議の開催や年次報告の作成

※婦人相談所は令和６年４月より女性相談支援センターに名称変更

人身取引対策行動計画２０２２の概要（令和４年１２月 犯罪対策閣僚会議）

○人身取引被害の発生状況の把握・分析
・児童の性に着目した営業に係る実態調査、旅券等の留め置きが疑わ

れる事案の調査
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女性相談支援センターにおける人身取引被害者保護実績
（平成13年度～令和4年度 合計481人）

○ 平成13年度～令和４年度まで女性相談支援センターが保護した被害者は合計481人
○ 平均保護日数 48.3日

※ 数値は旧婦人相談所によるもの
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インドネ
シア

77人
16.0％

台湾
19人
4.0％

日本
13人
2.7％

韓国
9人
1.9％

中国
8人
1.7％

その他
5人

1.0％

フィリピン
238人
49.5％

タイ
112人
23.3％

女性相談支援センターにおける人身取引被害者保護実績
（平成13年度～令和4年度 合計481人）

警察
312人
64.9％

出入国在留
管理局

148人
30.8％

大使館
7人
1.5％

その他
14人
2.9％

○国別の保護実績はフィリピン人が最も多く238人（49.5％）、次にタイ人が112人（23.3％）、
インドネシア人が77人(16.0％)

○保護に至る相談経路は警察が最も多く312人（64.9％）

国別保護実績 保護に至る相談経路

※ 数値は旧婦人相談所によるもの
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○退所後帰国する被害者が最も多く422人（87.7％）

帰国
422人
87.7％

無断退所
7人
1.5％

友人宅
15人
3.1％

その他
26人
5.4％

配偶者と同居
11人
2.3％

女性相談支援センターにおける人身取引被害者の退所後の状況
（平成13年度～令和4年度 合計481人）

※ 数値は旧婦人相談所によるもの
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人身取引被害者の保護・支援において積極的な活用が望まれる施策

・外国人婦女子緊急一時保護経費
外国人婦女子緊急一時保護事業を行うために必要な旅費、役務費（通信運搬費）、通訳雇上費を至便する

・女性相談支援センター一時保護所及び女性自立支援施設への心理療法担当職員の配置
暴力被害者等の心のケア対策として、心理療法担当職員を配置し、カウンセリング等により心理回復を図る

・法的対応機能強化事業
弁護士等による法的な調整や援助を行う

・一時保護委託
被害者の状況に応じ、より適切な施設において保護を実施する ※H20～委託費の充実

・人身取引被害者等を支援する専門通訳者養成研修
人身取引被害者や外国人ＤＶ被害者の相談、一時保護等の支援を行婦人相談所等の現場において、専門的知識に裏

づけられた適切な通訳者を養成する研修を実施し、人身取引被害者等への支援を確保する

・人身取引被害者の支援体制の確保
人身取引被害者の支援体制の強化のため、民間団体等のケースワーカー（外国人専門生活支援者）の派遣、通訳者の

雇上、確保、医療費の支弁等、女性自立支援施設の機能を強化する

85
※ 旧婦人相談所及び旧婦人保護施設によるもの



８．関係予算について
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厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室

令和６年度 困難な問題を抱える女性への支援関係当初予算の概要令和６年度 困難な問題を抱える女性への支援関係当初予算の概要

令和６年度当初予算 ５２億円（４８億円）※ （）内は前年度当初予算

＜主な拡充事項＞

１．困難な問題を抱える女性支援推進等事業

・ 女性相談支援員手当の拡充（勤勉手当の創設、実施主体の拡大：都道府県・市 ⇒ 都道府県・市町村）
・ 困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業の拡充（実施主体の拡大：市 ⇒ 都道府県・市町村）
・ 女性自立支援施設通所型支援モデル事業の創設

２．女性保護事業費負担金・女性自立支援事業費補助金

・ 女性相談支援センター一時保護所及び女性自立支援施設における通訳者雇上費の対象者の拡充

＜当初予算の内訳＞

◇ 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 26億円（23億円）

◇ 女性保護事業費負担金・女性自立支援事業費補助金・女性相談支援センター運営費負担金 27億円（26億円）

◇ その他（研修費用）

〇 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、困難な問題を抱える女性の人権を尊重し、安心して、
かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、抱えている問題及び背景、心身の状況等に応じた
最適な支援を受けられるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の
多様な支援を包括的に提供する体制整備を図る。

・ 女性相談支援員（非正規職員）の配置に必要な費用（女性相談支援員活動強化事業）

・ 支援調整会議の設置・運営に必要な費用（困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業）

・ 民間団体との協働による支援の実施に必要な費用（民間団体支援強化・推進事業、若年被害女性等支援事業 等）

・ 女性相談支援センターの一時保護所の運営費（女性保護事業費負担金 等）

・ 女性自立支援施設の運営費（女性自立支援事業費補助金 等）

・ 女性相談支援センターにおける移送費や人身取引被害者の通訳者雇上費用（女性相談支援センター運営費負担金） 等
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１．困難な問題を抱える女性支援推進等事業
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困難な問題を抱える女性支援推進等事業費について

＜Ｒ６年度当初予算における主な拡充事項＞
・ 女性相談支援員手当の拡充（勤勉手当の創設、実施主体の拡大（都道府県市 ⇒ 都道府県市町村））
・ 困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業の拡充（実施主体の拡大（市 ⇒ 都道府県市町村） ）
・ 女性自立支援施設通所型支援モデル事業の創設

体制構築・広報啓発等
困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業
・基本計画の策定支援、専門職採用活動 等

1
1 ２

３

困難な問題を抱える女性支援に関する啓発活動事業
・本庁又は女性相談支援センターにおける広報活動を実施

７

一時保護・施設入所等
一時保護所入所者個別対応強化事業
・一時保護所において個別対応職員を配置

３
1

２

５

困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業【拡充】
・関係機関により構成される協議会の設置・運営

民間団体支援体制強化・推進事業
・民間団体の掘り起こし・育成等

４

５ 配偶者からの暴力被害女性保護支援ネットワーク事業
・ＤＶ被害者及び同伴家族の保護支援に必要な連携体制を構築

女性相談支援センター等職員への専門研修事業
・女性相談支援センターの職員等を対象とした研修実施

相談支援等
休日夜間電話相談事業
・女性相談支援センターにおいて夜間・休日の電話相談を実施

２
1 ２ 女性相談支援センターＳＮＳ等相談支援事業

・女性相談支援センターにおけるＳＮＳを活用した相談支援を実施

６ 専門通訳要請研修事業
・人身取引被害者への支援に必要な通訳者を養成

法的対応機能強化事業
・女性相談支援センターにおいて法的対応のための弁護士を配置

３

【令和６年度当初予算 26億円（23億円）※括弧内は前年度当初予算】

ＤＶ対応・児童虐待対応連携強化事業
・女性相談支援センターに児童相談所と連携を図るための職員を配置

４

女性相談支援員活動強化事業【拡充】
・女性相談支援員（非正規）の手当等の支給

５

同伴児童学習・通学支援事業
・一時保護所において学習指導員を配置。通学のための同行支援を実施

ＤＶ被害者等自立生活援助事業
・民間団体を活用し、ＤＶ被害等女性の一時的な居場所を提供

若年被害女性等支援事業
・民間団体を活用し、若年被害女性等に対するアウトリーチ支援や

居場所の提供、自立支援等を実施

女性自立支援施設通所型支援モデル事業【新規】
・女性自立支援施設の専門性を生かした通所型支援を実施

６

女性自立支援施設入所者の地域生活移行支援事業
・女性自立支援施設の入所者に対し、退所前の地域生活体験を実施

３
４

アフターケア４
1 女性自立支援施設退所者自立生活援助事業

・女性自立支援施設において、施設退所者のアフターケアを実施
１ 困難な問題を抱える女性への支援に関するプラットフォーム
構築等事業

国事業５
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

女性相談支援員活動強化事業【平成14年度創設】

○ 女性相談支援員の業務内容や勤務実態を踏まえ、研修受講の有無や経験年
数に応じた手当を支給することで、必要な人材を確保し、適切な支援を提供
する。

○ さらに、女性相談支援員の専門性の向上を図るため、各種研修を積極的に
受講できるよう、研修派遣のための旅費や、派遣中の代替職員の配置に要す
る経費を補助する。

【拡充内容】

○ 女性支援新法の施行を踏まえた実施主体の拡大（町村の追加）。

〇 地方自治法の一部を改正する法律を踏まえた、勤勉手当の新設。

＜実施主体＞ ＜補助率＞
都道府県・市町村（特別区含む） 国１／２（都道府県・市町村１／２）

＜補助単価案＞
１．女性相談支援員手当等
（１）女性相談支援員手当

ア 基本額 研修修了者：月額 197,700円、研修未修了者：月額 153,900円
イ 経験年数加算（R4～）

ⅰ 経験年数３～９年の者 研修修了者 ：月額 4,500円 ×（経験年数-2年）
研修未修了者：月額 3,500円 ×（経験年数-2年）

ⅱ 経験年数10年以上の者 研修修了者 ：月額 45,000円
研修未修了者：月額 35,000円

ウ 期末手当 （R4～） 研修修了者 ：年額 474,480円
研修未修了者：年額 369,360円

○ 困難な問題を抱える女性への支援の担い手となる女性相談支援員（非正規職員）の手当を支給することで必要な人材を確保するととも
に、各種研修受講等を推進することで、専門性の向上を図ることを目的とする。

＜処遇改善の実施状況（経験年数５年統括女性相談支援員の場合のイメージ）＞

令和３年度以前 令和４年度 令和５年度

基本額
2,372,400円

経験年数加算等
636,480円

職務に応じた加算
480,000円

2,372,400円

3,008,880円

3,488,880円

令和３年度 ⇒ 令和６年度

年額1,511,880円の増

＜相談員配置実績等＞
相談員数：1,595人（R5.4.1時点）
相談対応件数：延べ434,285件（R4年度）

令和６年度当初予算 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 2６億円の内数（23億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

エ 勤勉手当 （R６～） 研修修了者 ：年額 395,400円
研修未修了者：年額 307,800円

（２）統括女性相談支援員加算 月額 40,000円（R5～）
（３）主任女性相談支援員加算 月額 5,000円（R5～）

２．女性相談支援員活動費
ア 都道府県 女性相談支援員の数 × 60,000円
イ 市 町 村 女性相談支援員の数 × 51,000円
ウ 研修旅費 １人あたり年額 46,360円
エ 代替職員 １自治体あたり年額 246,080円

令和６年度

3,884,280円
勤勉手当

395,400円
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業【令和３年度創設】

○ 女性相談支援員を配置している市区単位等で、女性相談支援センター等の都道府県の関係機関や、市区の関係機関、民間団体等が、支援に必要な情報や
支援方針を共有し、横断的な連携・協働の下、困難な問題を抱える女性への支援を展開するためのネットワーク（協議会）を構築・運営し、相談から保護、
自立に至るまでの支援を適切に提供する。

【拡充内容】
○ 女性支援新法の施行を踏まえ、事業の実施主体（現行：市区）について、新たに都道府県及び町村を対象として加える。

【実施主体】 都道府県・女性相談支援員を設置している市町村（特別区含む）
【補助単価案】 １自治体当たり 8,770千円 【補助率】 国：１０／１０

（１）地域協議会
ア 代表者会議

ネットワークの構成機関の代表者が参集し、実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に１～２回程度開催し、①支援対象女性への
支援方策全体の検討、②実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価等について協議を行う。

イ 実務者会議
実際に支援を行う実務者から構成される会議であり、①全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し、②定期的

な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討、③支援対象者の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握、④協議会の年間
活動方針の策定、代表者会議への報告等について協議を行う。

ウ 個別ケース検討会議
個別の支援対象者について、直接

の担当者や今後関わりを有する可能
性がある関係機関等の担当者により
、具体的な支援の内容等を検討する
ために適時開催する。

（２）調整機関
調整担当者を置き、地域協議会に

関する事務を統括するとともに、支
援対象者に対する支援が適切に実施
されるよう、実施状況を的確に把握
し、必要に応じて女性相談支援セン
ター、その他の関係機関等との連絡
調整を実施する。

【モデル実践例】

困難な問題を抱える
女性同伴児童

相
談

調 整 機 関

①相談の受理

市区（福祉事務所等）
の困難女性支援担当課

相 談

②受理会議
（緊急受理会議）

・女性相談支援
センター

・配暴センター
・児童相談所
・福祉事務所
・市町村保健

センター等

民間団体等

１．事態の危険度や緊急度の判
断

２．緊急でなくとも検討を要す
る場合の個別ケース検討会
議の開催の判断

３．会議の招集メンバー（機
関）の決定

緊急を要する場合、女性相談支援センターが中心となって被害女性や同伴する家族の安全を確保

困難な問題を抱える女性支援ネットワーク（地域協議会）③個別ケース
検討会議の
日程調整 ・福祉事務所（女性支援担

当課）
・女性相談支援センター
・女性自立支援施設
・配偶者暴力相談支援セン

ター
・ワンストップ支援セン

ター
・児童相談所
・警察
・医療機関
・市町村保健センター
・保健所
・教育委員会
・司法関係機関
・社会福祉協議会
・民間団体 等

＜④協議会の開催＞

１．代表者会議

２．実務者会議

３．個別ケース検討会議

⑤
支
援
の
実
施

個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
に
て
話
し
合
わ
れ
た
支
援
の

方
向
性
、
各
関
係
機
関
・
職
種
の
役
割
分
担
に
基
づ

き
、
被
害
女
性
や
同
伴
す
る
家
族
に
対
し
て
適
切
な

支
援
を
行
う
。

判定 連絡・相談
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女性自立支援施設

３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

女性自立支援施設通所型支援モデル事業【令和６年度創設】

○ 困難な問題を抱える女性のうち女性自立支援施設（現：婦人保護施設）への入所による支援が望ましいと考えられる女性であっても、若年女性、同
伴児のいる女性、障害を持つ女性等の概ね３割が入所につながっていない。

〇 また、入所につながらなかったケースについては、その後の行き先や支援の状況が把握できない場合も多く、支援が途切れている可能性もある。

〇 そのため、女性自立支援施設へ通所しながら、性暴力等の被害からの心身の健康の回復に向けた支援や、安定的な日常生活を営んでいくための専門
的な相談支援等を継続的に受けられる事業をモデル的に実施し、入所につながらなかったケースへの効果的な支援の在り方を検討する。

【実施主体】都道府県 【補 助 率】３／４ 【補助単価案】１施設あたり 5,571千円、４の利用者一人当たり日額2,405円

１．日中活動等を通じた居場所の確保や生活習慣等の定着支援
日中活動等を通じて、日中の居場所を提供するとともに、就業意欲を高

め、一般的な生活力を身につけるための支援を行う。

２．心理療法
定期的な心理療法等を実施し、性暴力等の被害からの心身の健康の回復

を図る。

３．ピアサポート
施設入所者を含め、同じ立場や境遇、経験等を有する女性同士の情報交

換や交流の場の提供など、当事者性を活かしたサポート活動を行う。

４．施設の生活体験
施設入所が望ましい者等について、事前に施設における生活を体験する

ことで、本人の意思決定等を支援する。

５．施設入所への課題検証等
入所に至らなかったケースについて、その要因を検証し、必要な見直し

を図るとともに、必要に応じた入所の促進を図る。

参考：困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本方針（令和５年３月29日厚生労働省告示第111号）（抜粋）
特に、女性自立支援施設への入所措置がなされない場合、性暴力等の被害からの心身の健康の回復に向けた支援や、安定的な日常生活を営んで

いくための専門的な相談支援等を継続的に受けることが難しいとの指摘もあることから、例えば通所により、女性自立支援施設等の支援担当者の
専門性を活かした支援を受ける等、入所措置に至らない場合の新たな専門的支援の在り方について、検討を深めていくことが必要である。

＜事業イメージ＞

施設入所による支

援が望ましい女性

＜ 施設入所 ＞

施設入所につながらなかったケース
【課題】

・生活保護の活用や、無料低額宿泊所へ入所す

るケースのほか、

・その後の行き先等の状況が把握できなくなる

場合も多い

１．日中活動等を通じた居場所の確
保や生活習慣等の定着支援

２．心理療法
３．ピアサポート
４．施設の生活体験
５．施設入所への課題検証等

＜ モデル事業の実施＞
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

困難女性支援活動・DV対策機能強化事業【平成14年度創設

】

○ 困難な問題を抱える女性への支援及び暴力被害女性の保護を目的として、啓発活動を行うとともに、早期発見に努め、必要な相談等に
要する経費を補助する。

【実施主体】（１）、（２）、（12）：都道府県、（３）～（４）、（６）～（11）：都道府県及び女性相談支援センター設置指定都市
（５）都道府県、女性相談支援センター設置指定都市及び女性相談支援員設置市（特別区含む）

【補助率】１/２ 【令和５年度事業実施自治体】59自治体※（１）～（12）のいずれかを実施しているもの。

１．困難女性支援活動推進等事業強化対策費（H14～）

２．配偶者からの暴力対策機能強化事業

（１）困難な問題を抱える女性支援に関する啓発活動事業
困難な問題を抱える女性への支援の推進を図るための広報啓発を実施。

【補助単価案：1自治体あたり年額 384千円～672千円】

（２）女性自立支援施設退所者自立生活援助事業費
女性自立支援施設に生活援助指導員を配置し、退所者への相談・指導等を実施。

【補助単価案：１施設あたり年額 967千円又は1,933千円
＋対象者や取組に応じた加算】

（３）休日夜間電話相談事業（H14～）
電話相談員を配置し、平日時間及び休日の電話対応を実施。

【補助単価案：1自治体あたり月額 最大1,084,290円】

（４）配偶者からの暴力被害女性保護支援ネットワーク事業（H14～）
女性相談支援センターや福祉関係など関係機関との連絡会議等を開催。

【補助単価案：1自治体あたり 年額800,800円】

（５）女性相談支援センター等職員への専門研修事業（H14～）
配偶者からの暴力の特性や、通信機器の取扱いによって生じる危険性等への理解を深め

るための研修を実施。
【補助単価案：1自治体あたり年額 87,070円～261,210円】

（８）専門通訳者養成研修事業（H21～）
人身取引及びＤＶに関する専門的な知識をもった通訳者の養成研修を実施。

【補助単価案：1自治体あたり 年額667,790円】

（７）法的対応機能強化事業（H18～）
女性相談支援センターに非常勤弁護士等を配置し、DVや人身取引被害者からの法的相談

を実施。 【補助単価案：1自治体あたり年額 769,080円】

（６）女性相談支援センター一時保護所入所者個別対応強化事業（H30～）
一時保護所に、個別対応職員を配置し、暴力のほか障害や疾病等を複合的に抱えている

ケースにも適切に対応できる体制を確保する。
【補助単価案：1自治体あたり年額 5,866千円】

（９）女性相談支援センターSNS等相談支援事業（R２～）
女性相談支援センターにおいて、SNSなど即応性のある文字情報等による相談支援を実

施。 【補助単価案：1か所あたり年額 41,763千円】

（12）女性自立支援施設入所者の地域生活移行支援事業（H24～）
女性自立支援施設において、入所者を退所前に施設付近の住宅において生活させ、地域

生活等の体験支援を行う。 【補助単価案：1施設あたり年額 600千円】

（10）DV対応・児童虐待対応連携強化事業（R２～）
女性相談支援センターに、社会福祉士や保健師資格を有する者等を児童虐待防止対応コ

ーディネーターとして配置し、児童相談所等と連携を図る。
【補助単価案：1自治体あたり年額 6,251千円】

（11）同伴児童学習・通学支援事業（R２～）
一時保護所において、学習指導員を配置し、同伴児童の学習指導等を行うとともに、生

活指導員を配置し、小・中学校等に通学する際の同行支援を実施。
【補助単価案：学習支援 1施設あたり 1,635千円＋連絡調整加算2,518千円

通学支援 1施設あたり 1,999千円】
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

DV被害者等自立生活援助事業【平成26年度創設】

○ 一時保護所退所後のDV被害等女性が、地域で自立し定着するための支援体制を構築するとともに、DV被害等女性に対する支援の
推進を図る。

（１）自立支援事業
ＤＶシェルター等の一時的な居住場所に居住するＤＶ被害等女性に対し、必要に応じて、①生活相談（金銭管理、整理整頓、食生活、

健康管理等）、②行政機関・裁判所等の活用方法の助言及び同行支援、③就職支援、④その他必要な相談などＤＶシェルター等からの
退所に向け必要な支援を行う。

（２）定着支援事業
自立支援事業により、ＤＶシェルター等を退所した者に対し、必要に応じて、①電話相談、②家庭訪問、③社会生活の場（地域活動

の場、職場など）への同行等の職員による相談、助言など、地域生活を定着させるための継続的な支援を行う。

【実施主体】都道府県・市（特別区含む）【補助率】 国１／２、都道府県・市（特別区含む） １／２
【補助単価案】 1か所当たり年額 4,700千円
【令和５年度実施都道府県】13自治体（北海道、群馬県、埼玉県、兵庫県、鳥取県、香川県、高知県、福岡県、長崎県、神戸市、福岡市、明石市、北海道苫小牧市）

DV被害等女性
都道府県

福祉事務所・各市

ＤＶシェルター入所中の自立支援
：生活相談、行政機関・裁判所等の活用の助言及び同行支援、

就職支援等

ＤＶシェルター（NPO法人等）

相談

①自立支援

女性相談支援センター

一時保護 一時保護解除

斡旋・照会

ＤＶシェルター退所後の定着支援
：電話相談、家庭訪問、職場訪問等

②定着支援

退所

自立（民間住宅等）

女性相談支援センターの一時保護（一時保護委
託含む）が解除され、日常生活上の基本的な生
活習慣が身に付いており、 女性自立支援施設
の入所までは至らないが、随時、相談や行政機
関への同行支援等が必要なDV被害等女性
※DV被害の他、ストーカー被害、性犯罪・性
暴力等の被害女性を対象

【事業イメージ】
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

若年被害女性等支援事業【令和３年度創設】※平成30年度からモデル事業として実施

○ 様々な困難な問題を抱えた若年女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確保、
公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施することにより、若年女性の自立を推進する。

（１）アウトリーチ支援
困難を抱えた若年被害女性について、主に夜間見回り等による声掛けや、相談窓口における相談支援等を実施。

（２）関係機関連携会議
行政機関、民間団体、医療機関等で構成する会議を設置し、支援内容に関する協議等を行い、相互に情報共有を図る。

（３）居場所の確保
一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断された若年被害女性について、居場所を提供や食事の提供など日常生活の支援を行うとともに、不安や

悩み等に対する相談支援を実施。

（４）自立支援
継続的な支援が必要と判断される者や、居場所支援が長期化する者に対し、居住地や就業に関する情報提供や助言など必要な自立に向けた支援を実施。

実施主体 ：都道府県・市（特別区含む）
補助率 ：国１/２、都道府県・市（特別区含む） 1/２
補助単価案：1か所あたり年額 45,649千円※（１）～（４）全て実施の場合

＜事業実績＞
令和４年度：３自治体（東京都、福岡県、札幌市）、６団体
令和５年度：５自治体（東京都、山口県、福岡県、札幌市、横浜市）、９団体

➁ 関係機関連携会議の設置等（関係機関との連携）【必須】
◆関係機関連携会議を設置し、関係機関と民間支援団体の連絡・調整を図る ◆状況等に応じて関係機関へつなぐ（同行支援を含む）

＜事業イメージ＞ ➀ アウトリーチ支援＜未然防止＞ 【必須】
◆夜間見回り・声かけ・ICTを活用したアウトリーチ ◆相談窓口の開設（電話・メール・LINE）

民間団体

＜実施主体＞

都道府県・市・特別区

事業の一部（②を除く）
を委託等可能

➂ 居場所の確保【任意】
◆一時的な「安全・安心な居場所」の提供、感染防止対策の充実、相談・見守り支援の実施

➃ 自立支援【任意】
◆学校や家族との調整、就労支援、医療機関との連携による支援など自立に向けた支援を実施

国

補
助

警 察

児童相談所

女性自立支援施設
労働関係機関

医療機関

福祉事務所
女性相談支援センター

DVセンター

民間支援団体

男女共同参画ｾﾝﾀｰ

自立相談支援機関自立相談支援機関（生活困窮者制度）


ফ

૩

ਙ
ಉ
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ス
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

民間団体支援強化・推進事業【令和４年度創設】

○ 様々な困難を抱え女性に対する多様な相談対応や自立に向けた支援を各地域で行えるよう、支援を担う民間団体の育成等を図る。

（１）民間団体支援推進事業
困難な問題を抱える女性への支援を行っているＮＰＯ法人等の民間団体の調査を行うとともに、外部有識者等を含めた会議体を設け、

民間支援団体を掘り起こすための検討を行う。

（２）民間団体育成事業
都道府県等が、困難な問題を抱える女性への支援を担うことができる民間団体を育成するため、民間団体へのアドバイザーの派遣や、

先駆的な取組を実施している民間団体での実地訓練、その他民間団体の育成に資する取組を行う。

（３）民間団体立上げ支援事業
困難な問題を抱える女性への支援として、民間団体が行う相談対応や自立支援の取組に対する立ち上げ支援を行う。

【実施主体】 都道府県・市町村（特別区含む）
【補助率】 国１/２、都道府県・市町村（特別区含む） 1/２
【補助単価案】１自治体当たり 年額最大 11,345千円

＜事業イメージ＞
民間団体

＜実施主体＞

都道府県・市区町村

➀民間団体支援推進事業

・民間団体の調査
・有識者を含む会議を開催し、民間支援団体

の掘り起こしに向けた検討を行う

地域における相談対応、
自立支援の実施

民間団体の育成・強化

民間団体の掘り起こし

②民間団体育成事業

・アドバイザーを派遣
・実地訓練を実施

③民間団体立ち上げ支援事業

を補助

③民間団体立ち上げ支援事業

・自治体が行う民間団体の支援に必要な費用
を補助

【事業実施自治体数】令和４年度：１自治体（明石市）

令和５年度：３自治体（福島県、福岡県、明石市）
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業【令和５年度創設】

○ ｢困難な問題を抱える女性への支援に関する法律｣に基づき、支援対象者に適切な支援を提供するための体制整備を図る。

（１）都道府県基本計画等の見直し等支援
都道府県基本計画等の見直しや、見直しに向けた実態調査等に必要となる費用（人件費、調査費、会議費等）の一部を補助する。

（２）女性相談支援員等専門職採用活動支援事業

（３）ＩＣＴ導入支援事業

（４）その他女性自立支援施設等への支援

【実施主体】都道府県・市町村（特別区含む） 【補 助 率】国１／２、都道府県・市町村（特別区含む） １／２

【補助単価案】（１） １自治体あたり2,647千円 （２）１自治体あたり2,766千円 （３）１自治体あたり1,320千円、１団体あたり1,386千円 等

【事業実施自治体数】 令和５年度：41自治体

適切な支援を提供するための人材や専門性の確保（セミ
ナー、インターンシップの受入れ、採用予定者に対する研修
等）に必要な費用（人件費、旅費、会議費、印刷製本費等）
の一部を補助する。

ＩＣＴを活用した困難女性と繋がる仕組みの構築及び支援
に関する記録等の情報管理等に必要な費用の一部を補助する。

ニーズ調査

検討会の設置

計画見直し

計画に基づく支援

・民間団体も含め、
様々な立場から検討

・潜在的なニーズも含
めた調査を実施

・必要となる量と質及
び確保策等を設定

・計画に基づく体制整
備及び支援の実施

連 携
① アウトリーチ等により、困難な

問題を抱える女性を把握

② 把握した女性の状況や支援に関
する記録をデータベースで管理

③ 必要に応じて自治体と情報を共
有

④ 自治体から委託を受け、自治体
で把握した女性への支援を実施

民間団体

① 来所相談等により、困難な問題
を抱える女性を把握

② 把握した女性の状況や支援に関
する記録をデータベースで管理

③ 必要に応じて民間団体と情報を
共有し、支援を委託

④ 必要に応じて民間団体から共有
されたケースについて支援を実施

自治体

ＩＣＴの導入により
・業務の効率化
・記録の充実
・円滑な情報共有
・適切な支援の提供
等を図る。

① 生活向上のための環境改善事業
女性自立支援施設、女性相談支援センター及び一時保護所の入所

者等の生活向上を図るための改修等に必要な費用の一部を補助する。

② 身元保証人確保対策事業
女性自立支援施設等に入所中・退所した者等が就職する際等に、

施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約に必要な費用の一部を補助する。

③ 職員の資質向上のための研修事業
職員の資質向上や研修指導者の養成を図るため、施設種別・職種別に行われる研修への参加に必要な費用の一部を補助する。
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

困難な問題を抱える女性への支援に関するプラットフォーム構築等事業【令和５年度創設】

○ ○ 困難な問題を抱える女性及び自治体等が必要な情報にアクセスしやすい環境整備や、全国フォーラム等の開催を通じた機運の醸成のほか、困難
な問題を抱える女性への支援の推進に資する各種調査研究等を実施する。

【実施主体】民間団体（公募により決定）

【補 助 率】定額

１．困難な問題を抱える女性への支援に関するプラットフォームの構築
（１）情報収集・管理業務

・ 自治体における相談窓口や支援に関する情報収集
・ 自治体を通じて、民間の支援団体の相談窓口や支援に関する情報

収集

（２）ポータルサイト運営業務
・ 困難な問題を抱える女性が、適切な支援に繋がるよう、収集した

情報をもとに分かりやすい特設サイトの作成・運営
・ 民間の支援団体同士の連携が図られるよう、必要な情報を特設サ

イトに掲載するとともに、情報を共有できる仕組みを構築する。

（３）広報啓発・フォーラムの開催
・ 必要に応じてインターネットを活用した広報啓発や、困難な問題

を抱える女性への支援に関する機運を高めるためのフォーラムの開
催 等

２．その他困難な問題を抱える女性への支援の推進
・ 支援を受ける者の権利擁護の仕組み及び支援の質を評価する仕組

みに関する調査研究等、困難な問題を抱える女性への支援の推進に
資する各種調査研究等を実施する。
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＜女性支援特設サイト＞
https://anata-no-
mikata.jp/

＜女性支援特設サイトイメージ＞
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２．女性保護事業費負担金
女性自立支援事業費補助金
女性相談支援センター運営費負担金

99

※女性支援新法施行に伴い、予算の目の名称変更を行う。

＜～令和５年度＞ ＜令和６年度～＞

（目）婦人保護事業費負担金 （目）女性保護事業費負担金

（目）婦人保護事業費補助金 （目）女性自立支援事業費補助金

（目）婦人相談所運営費負担金 （目）女性相談支援センター運営費負担金



事務費

３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

女性保護事業費負担金・女性自立支援事業費補助金
令和６年度当初予算 27億円（26億円） ※（）内は前年度当初予算額

○ 女性相談支援センターが、ＤＶ被害者やストーカー被害者、人身取引被害者、家族関係の破綻や生活の困窮等、社会生活を営むうえで
困難な問題を抱える女性を対象に一時保護を実施する場合に必要となる費用（女性保護事業費負担金）や、女性自立支援施設において、
支援対象者の自立に向けて、中長期的に心身の健康の回復を図りつつ、生活を支援する際に必要となる費用（女性自立支援事業費補助
金）として、都道府県等が支弁した経費に対し、国が負担・補助を行うもの。

＜女性保護事業費負担金＞ 定員20名、地域区分20/100の場合のイメージ
事務費

事業費

各種取組等に応じた加算

・指導員加算
・夜間警備体制強化加算
・入所者処遇特別加算
・心理療法担当職員加算

・学習指導費加算
・同伴児童対応指導員雇上費加算
・一時保護委託費
・人身取引被害者等対応支援加算 等

施設事務費

１施設あたり年額
58,248千円

＜女性自立支援事業費補助金＞ 定員20名、地域区分20/100の場合のイメージ

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・妊産婦加算
・母子加算
・人身取引被害者医療費
・就職活動支援費

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・同伴児童学習支援事業
・同伴児童通学支援事業
・入学支度資金

困難な問題を抱える女性分 同伴児童分各種取組等に応じた加算

・指導員加算
・夜間警備体制強化加算
・入所者処遇特別加算
・心理療法担当職員加算
・学習指導費加算

・同伴児童対応指導員雇上費加算
・人身取引被害者対応支援加算
・施設機能強化推進費
・精神科医雇上費
・民間施設給与等改善費

・民間団体支援専門員加算（R4～）
・連携強化のための心理療法担当職員（R4～） 等

女性保護事業費負担金 ：（実施主体）都道府県・女性相談支援センターを設置している指定都市
（補助率） 国5／１０、都道府県・指定都市5／１０

女性自立支援事業費補助金：（実施主体）都道府県
（補助率） 国5／１０、都道府県5／１０

女性保護事業費負担金（旧 婦人保護事業費負担金) ：昭和31年度創設
女性自立支援事業費補助金（旧 婦人保護事業費補助金)：昭和22年度創設

事業費

通訳者雇上費の対象を人身取引被害者
を含む全ての外国籍を有する者へ拡大
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施設事務費

１施設あたり年額
58,248千円

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・妊産婦加算
・母子加算

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・同伴児童学習支援事業
・同伴児童通学支援事業 等

同伴児童分困難な問題を抱える女性分

乳児同伴1名の場合の
１世帯あたり月額
146,600円

（内 R5年度一般生活費
要保護女子分：

73,100円
乳児分：61,700円
幼児分：61,700円）



３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

女性相談支援センター運営費負担金【平成14年度創設】

令和６年度当初予算 16百万円（16百万円）※（）内は前年度当初予算額

（実施主体） 都道府県・女性相談支援センターを設置している指定都市
（補 助 率） 国５／１０（都道府県・女性相談支援センターを設置している指定都市５／１０）

○ 女性相談支援センターが行う困難な問題を抱える女性の移送や、外国籍を有するＤＶ被害者・人身取引被害者等の保護に係る通訳
の雇上等に必要な費用として、都道府県が支弁した経費に対し、国が負担するもの。

（１）女性相談支援センター活動費
女性相談支援センターから困難な問題を抱える女性を女性自立支援施設、病院等へ移送する際の旅費及び連絡・調整等に要する役務費

（２）外国人女性緊急一時保護経費
外国人のＤＶ被害者や人身取引被害者等を保護した際の通訳雇上費や在留資格の手続等で入国管理局等を訪問する際の旅費。また、人身取引

被害者については、基本的に他法他制度の利用ができない場合の医療費を支給する。

（３）広域措置費
ＤＶ被害者において暴力加害者の追跡が激しく、自都道府県内では利用者の安全確保が図れないと判断される場合に、他の都道府県の女性相談支

援センター及び女性自立支援施設等を利用することが有効かつ適切と見込まれる場合の移送費。

（４）相談・一時保護同伴児童経費
ＤＶ被害者等に同伴する児童のための保育及び学習教材備品等を整備し、相談及び一時保護の環境を整える。

※ 女性相談支援センターの人件費については、昭和60年度より一般財源化している。
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社会福祉施設等施設整備費補助金（女性自立支援施設等分）

令和６年度当初予算：45億円の内数（45億円の内数） ※障害保健福祉部予算に計上。（）内は前年度当初予算額

１．目的・事業概要
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、都道府県、指定都市、社会福祉法人が整備する施設整

備に要する費用の一部を補助する。

２．対象施設
女性自立支援施設、女性相談支援センター一時保護所

３．設置主体
都道府県、指定都市、社会福祉法人

４．補助率
・都道府県・指定都市が設置主体：国１／２、都道府県・指定都市１／２
・社会福祉法人が設置主体：国１／２、都道府県１／４、社会福祉法人１／４

整 備 区 分 整 備 内 容

創 設 新たに施設を整備

増 築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備

改 築 既存施設の現在定員の増員を行わない改築整備（一部改築及び耐震化等整備を含む）

大規模修繕等
一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事

や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事等、緊急災害時用の自家発電設備の整備等

防犯対策強化
に係る整備 門、フェンス等の外構等の設置・修繕及び非常通報装置等の設置
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９．参 考 資 料
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女性支援特設サイト「あなたのミカタ」について

・ 「あなたのミカタ」は、性的な被害、家庭の状況その他様々な事情により、日常生活や社会生活を営む上で困難な問題を抱える女性の
ための支援ポータルサイトであり、令和６年１月31日に公開。

・ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、さまざまな支援情報や各自治体の相談窓口などを掲載。

「あなたのミカタ」とは・・

女性支援特設サイト「あなたのミカタ」：https://anata-no-mikata.jp/

主なコンテンツについて

女性支援新法について

自治体の相談窓口一覧

困難な問題の例示及び支援施策

※コンテンツは順次更新予定

「性被害問題」、「家庭の問題」、「経済的な問題」など、
女性の抱える困難な問題を分かりやすく解説するとともに、
活用できる支援施策等を紹介。

支援者向け情報
女性支援に関する関係通知及び調査研究等における成果物

や、女性支援に関する広報啓発に活用可能なリーフレット等
を掲載。

自治体の相談窓口に関する情報（窓口の名称、電話番号、
受付時間、HPなど）を掲載。

困難な問題を抱える女性一人一人のニーズに応じて、本人
の立場に寄り添って、切れ目のない包括的な支援を行うこと
等制度について解説
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１．開会挨拶（厚生労働省 宮﨑副大臣）

２．基調講演（戒能 民江氏：お茶の水女子大学名誉教授）
・ 女性支援新法の今後の展望について

３．座談会【テーマ①：新法への期待と現場における変化】
堀 千鶴子氏：城西国際大学福祉総合学部教授
横田 千代子氏：全国婦人保護施設等連絡協議会 会長
本間 健志氏：神奈川県福祉子ども未来局共生推進本部室長
久永 隆一氏：朝日新聞社記者
野中 祥子氏：厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室長

本年4月1日の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（女性支援新法）の施行に向けて、女性相談支援セ
ンター、女性相談支援員、女性自立支援施設及び民間団体等の関係機関同士のネットワークを構築するとともに、社会
における、女性支援への理解をより深めるほか、女性支援に関する機運を醸成し、女性が安心してかつ自立して暮らせ
る社会の実現に寄与することを目的とする。
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女性支援新法全国フォーラム

１．概要

日 時：令和６年１月26日（金）13:30～17:00
主 催： 日新聞社（令和５年度 厚生労働省補助事業)
場 所：三田共用会議所 講堂（東京都港区三田二丁目1番8号）
定 員：会場150名 ※オンラインは定員なし

対象者：地方自治体職員、女性支援団体職員などの支援者

２．開催日時等

３．内容
４．座談会【テーマ②：民間団体との協働】

村木 太郎氏：一般社団法人若草プロジェクト理事
清水 美希氏：東京都豊島区男女平等推進センター長
尾上 真弓氏：山口県環境生活部男女共同参画課長
橘 ジュン氏：ＮＰＯ法人ＢＯＮＤプロジェクト代表
山中 京子氏：大阪府立大学名誉教授

５．閉会挨拶（戒能 民江：女性支援新法を推進する会代表）



女性支援の充実に向けた宣言(三田宣言)
（令和６年１月26日女性支援新法全国フォーラム合意）

① 女性支援新法の趣旨に則り、支援対象者の属性や課題にかかわらず、幅広く相談を受け止
め、困難な問題を抱える女性が取り残されたり、制度の狭間に落ちないよう、当事者主体の
観点から、支援機関が責任を持って必要な支援をコーディネートすること。

② 女性が自らの意思を尊重されながら、その置かれた状況に応じて、きめ細かで包括的な支
援を受けられるよう、丁寧なソーシャルワークを行い、関係する行政機関と関係団体におい
て、つなぐ支援、つながり寄り添い続ける支援を実践すること。特に、一時保護や女性自立
支援施設における中長期的支援が必要な女性に関しては、その円滑な利用が促進されるよう
、ニーズに合った支援を行うこと。

③ 行政機関と民間団体が、地域で顔の見える関係を構築し、互いの良さや強みを生かして、
対等な立場で連携・協働することで、より良い女性支援を目指すこと。

④ 性犯罪・性暴力等の被害者など困難な問題を抱えた女性たちや、支援者等に対して、様々
な形で誹謗中傷や妨害行為が行われることにより、支援へのアクセスが妨げられ、その尊厳
が損なわれたり、活動への支障等により性犯罪・性暴力等の根絶に向けた歩みが妨げられる
ようなことはあってはならず、すべての支援者、支援機関が一丸となって、こうした姿勢を
発信すること。
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女性支援事業実施要綱の概要

「「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）」に基づき、地方自治体が、困難な問題を抱え
る女性への支援を包括的に提供する体制を整備することを目的として「女性支援事業実施要綱」を策定。

昭和38年度に策定した「婦人保護事業実施要領」の内容を参照しつつ、女性支援新法及び関係法令等の内容に合わせてあら
ためて策定。

１ 目的
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、困難な問題を

抱える女性への支援を包括的に提供する体制を整備するもの

２ 対象者
性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により

日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのお
それのある女性を含む。）

性自認が女性であるトランスジェンダーの者については、トランスジェンダーであ
ることに起因する人権侵害・差別により直面する困難に配慮し、その状況や相
談内容を踏まえ、他の支援対象者にも配慮しつつ、関係機関等とも連携して、
可能な支援を検討することが望ましい

３ 実施主体
都道府県及び市町村（特別区を含む。)

４ 事業内容
（１）都道府県本庁及び市町村本庁

基本計画の策定、支援調整会議の設置、啓発活動、研修等による職員
の資質向上 等

（２）女性相談支援センター
・ 支援対象者の立場に立った相談、安全確保及び一時保護、医学的又
は心理学的な援助、施設の利用に関する情報提供及び助言、関係機関
との連絡調整、アセスメント 等
・ 具体的な役割や業務の内容については、「女性相談支援センターガイドラ
イン」による
・ 女性相談支援センターの職員配置、設備等については「女性相談支援
センター設置要綱」による

（３）福祉事務所
・ 業務を通じて困難な問題を抱える女性を把握した場合には、女性相談
支援員又は女性相談支援センターを紹介すること
・ 都道府県本庁、女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立
支援施設等が行う女性支援事業について積極的に協力すること 等

（４）女性相談支援員
・ 管内の社会環境等に応じて必要と認められる数の配置
・ 支援対象者にとって最も身近に相談できる支援機関に属する者として、
福祉事務所などに配置することが望ましい
・ 具体的な役割や業務の内容については、「女性相談支援員相談・支援
指針」による

（５）女性自立支援施設
・ 都道府県の区域内に一以上設置するよう努めること。
・ 運営は、「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準」（令和５
年厚生労働省令第36号）を遵守して行うもの
・ 具体的な役割や業務の内容については、「女性自立支援施設運営指
針」による

５ 留意事項
・ 他の社会福祉施策の対象となる者について措置を採るに当たっては、これ
ら関係機関と調整した上で行うこと

・ 女性支援事業と極めて密接な関連のある制度について常に十分な知識を
有するよう努めなければならないこと 等

６ 経費
当該事業に要する経費の一部については、国の予算の範囲内において、別に

定めるところにより負担又は補助する
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女性相談支援センター設置要綱の概要

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）」に基づき、女性相談支援センターが適切な支
援を行えるよう、職員配置及び設備基準等を定める「女性相談支援センター設置要綱」を策定。

昭和38年度に策定した「婦人相談所設置要綱」の内容を参照しつつ、女性支援新法及び関係法令等の内容に合わせてあらた
めて策定。

第一 目的
女性相談支援センターの職員の配置及び構造設備の基準を定め、困難な

問題を抱える女性へ適切な支援体制を構築することを目的としたもの

第二 職員
（１）所長
（２）相談をつかさどる職員（相談支援員）
（３）調整等担当職員
（４）医師
（５）心理学的な援助をつかさどる職員（心理支援員）
（６）事務員
（７）一時保護所職員

その他、地域の実情に応じて必要な支援業務等を担当する職員

第三 構造設備
（１）管理及び相談等関係

ア 所長室兼応接室 イ 事務室
ウ 相談室 エ 診療室
オ 心理支援室 カ 宿直室
キ 便所

（２）一時保護関係
ア 居室（原則一人、一人当たりの床面積は、おおむね9.9㎡以上）
イ 浴室 ウ 洗面所
エ 食堂 オ 調理室
カ 洗濯室 キ 便所
ク 支援員室

（３）共通的関係
消火設備その他非常災害に際して必要な設備

第四 非常災害の対策等
非常災害計画、安全計画、業務継続計画の策定等

第五 秘密保持
職員及び職員であった者は、その業務上知り得た入所者等又はその家族の

秘密を漏らしてはならないこと

第六 食事の提供
一時保護所において提供する食事は、食品の種類及び調理方法について

栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮すること等

第七 保健衛生
一時保護所は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清

潔にすること等

第八 関係機関との連携
女性相談支援員、女性自立支援施設、困難な問題を抱える女性への支

援に関する活動を行う民間の団体のなどの関係者と密接に連携すること

第九 帳簿及び記録
管理に関する帳簿、利用者に関する帳簿、会計、経理に関する帳簿、電磁

的記録を備えつけること

第十 経過措置
居室の定員及び床面積については、当分の間、従前の基準によることができ

ること。ただし、施設を改築し、又は増築する場合はこの限りではない。 108



女性相談支援センターガイドラインの概要
各都道府県にある女性相談支援センターの対応の違いによって、受けるべき支援サービスの内容に格差が生じないよう、全国の

女性相談支援センターが実施する業務内容をあらためて明確化するとともに、支援の均等化・標準化を図るため、全国共通の業務
の指標となるよう、ガイドラインを策定。

平成25年度に策定した「婦人相談所ガイドライン」の内容を参照しつつ、女性支援新法及び関係法令等の内容に合わせてあらた
めて策定。

Ⅴ．証明書の発行
・DV被害者が様々な各種公的制度を活用するための、配偶者等からの暴力
等に係る相談を受けたり、相談に基づいて保護を行ったことを証明する証明
書を発行すること。

Ⅵ．安全確保の徹底（加害者対策）
・センターの一時保護所は、特定の加害者からの追跡を受けている者の緊急
避難場所であり、建物の侵入防衛対策、緊急通報システム等セキュリティ対
策を十分に行うこと。

Ⅶ．都道府県内相談機関のスーパーバイズ、研修の実施
・都道府県内の女性支援の中核機関として、女性相談支援員、女性自立支
援施設職員等への助言、定期的な研修を行い、都道府県全体の支援の質
の向上を行うこと。

Ⅷ．職員の専門性の向上
・国が実施する研修の受講やブロックごとの研修会の実施により、センターの職
員自身の専門性の向上に努めること。

Ⅸ．広報啓発
・支援を必要とする方々への広報啓発を行うこと。

Ⅹ．権利擁護・苦情解決等
・自己決定権の尊重、あらゆる形態の不適切な関わりの防止に取り組むこと。
・苦情受け付け窓口を設置し、解決の仕組みを整備すること。

Ⅰ．はじめに
婦人保護事業の歴史、女性支援新法制定の経緯等

Ⅱ．ガイドラインの性格と位置づけ
センターの業務内容に関して都道府県等において差が生じやすいものについて
基本的な考え方を記載。各都道府県で十分な対応に努めて頂くための技術
的助言。

Ⅲ．女性相談支援センターにおける支援の理念等
１．支援の理念、 ２．役割、 ３．業務の全体像

・本人の意思を尊重し、最適な支援に努め、心身の健康の回復と安全・安心
の確保及び人権の擁護に努めること。

・センターは地域における女性支援事業の中核機関として、関係機関と密に
連携し、一人一人に適した支援をコーディネートすること。

Ⅳ．支援上の留意点
１．支援のための準備、 ２．支援の開始、
３．支援方針の検討、 ４．一時保護、 ５．自立支援
６．施設入所、 ７．民間団体との連携・協働

・多様なルートからの相談が想定されることから、関係機関と予め連携を取り、
支援体制を整えておくこと。

・多様かつ複合的な問題を抱える女性の相談を、年齢、障害の有無、国籍
等を問わず受け付け、支援対象者の状況に応じ、支援対象者の意思を尊
重しながら、一時保護、施設入所、自立支援等を行うこと。

・若年女性等行政への相談に抵抗のある女性等にとって重要な支援機関で
ある民間団体とも連携・協働を図ること。 109



女性自立支援施設運営指針の概要
困難な問題を抱えた女性及び同伴家族が、どの女性自立支援施設においても、基本的人権を尊重され、その人らしい日常生活を

取り戻し、必要かつ最適な支援を受けられるよう、施設に関する基本的な事項を定めるため、女性支援新法及び関係法令等を踏ま
えて運営指針を策定。

２．個別支援計画・記録
・すべての入所者について個別支援計画を策定。計画策定に当たっては、心
身の状況、問題解決能力、入所者の懸念事項や今後への意向や希望等
を把握し、アセスメントを行い、その結果に基づいて、本人の参画を得て、計
画を策定すること。

・計画には、支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のため
の支援内容・方法等を定めること。定期的に実施状況の振り返り、評価、
見直しを行うこと。

３．権利擁護
・入所者の権利擁護を常に意識し、支援を行うため、職員一人ひとりが倫理
意識を高く持ち、人間的向上に努めること。権利侵害等が起きていないか
日常的に振り返ること。

４．事故防止と安全対策
・施設においては、非常災害に備えるための非常災害計画、不審者の侵入
や入居者の自傷行為等への対策対応を定める安全計画、感染症等非常
時における業務継続計画を策定すること。

５．地域社会における関係機関・団体との連携
・女性支援の中核的機関の一つとして支援調整会議に参加し、地域の関係
機関と連携して支援に取り組むこと。専門性やノウハウを生かして民間団体
等との連携にも取り組むこと。

６．職員の配置及び資質向上（専門性の養成）
・職員は、法の理念と使命を自覚し、高度な専門性を要する支援を行うため
の、資質向上に取り組むこと。施設は職員のスキルアップ等を支援し、施設
長等によるスーパービジョン等を行う体制を整備すること。

７．施設運営
・施設や法人の運営理念を明文化し、職員や入居者に周知すること。施設
長は、自己研鑽に励み、施設の運営や業務の改善に向け取組むこと。

はじめに
女性自立支援施設の目的、婦人保護事業の歴史、女性支援新法制定
の経緯等

第一部 総論
1．指針の目的

・困難を抱えた女性及び同伴家族が、どの施設においても基本的人権を尊
重され、その人らしい日常生活を取り戻し、必要な支援を受けられるよう、基
本的な事項を定めること。

２．支援の基本理念
・入所者が、被害からの回復、心身の健康の回復を図り、地域社会において
安定的に生活するための基盤を構築できるよう、関係機関と連携して、切れ
目ない支援を行うこと。

３．施設の役割と支援の基本的な考え方
・施設は、中長期的な共同生活を通じて、落ち着いた環境で個々の自立に
向けた支援を行うことができるという特徴を生かして、心身の健康の回復に
向けた支援、自立に向けた支援、同伴家族への支援等を行うこと。

４．施設の利用対象と留意事項
・日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性を年
齢、障害の有無、国籍等問わず受け入れ、入居者が抱えている問題の本
質を見極め、高い専門性をもって必要な支援に当たること。

第二部 各論
１．支援

・入所前に、施設の決まりごとやルールについて説明し、同意を得ること。ルー
ルについては可能な限り本人の意向を尊重し、過剰なルールとならないよう
配慮すること。

・被害からの回復及び健康の回復への支援、日常生活支援を行うとともに、
入居者の状況に応じて就労支援、就学支援、地域移行支援、アフターケ
ア等を行うこと。 110



女性相談支援員 相談・支援指針の概要
女性相談支援センターや福祉事務所等地域の最前線で困難な問題を抱えた女性への支援を担う女性相談支援員について、地

域によって相談・支援の内容や質に格差が生じないように、業務内容や支援サービスを明確化し、切れ目のない、当事者中心の相
談・支援の質の向上のために業務の標準化を図るため、相談・支援指針を策定。

はじめに
相談・支援指針の目的、位置づけ等

第一部 女性相談支援員の役割と基本姿勢
1．事業の目的・理念と実施機関 ２．女性相談支援員の役割
３．女性相談支援員に求められる基本姿勢
４．組織的対応と関係機関の連携

・女性支援事業は、困難な問題を抱える女性への支援を担う中核的事業
として重要な事業。女性支援事業は、支援対象者の意思や意向を最大
限に尊重し、心と身体の回復を支援することを通して、女性の人権を保障
することを目的とすること。

・女性相談支援員は、相談者の人権を尊重し、支援を要する女性を発見
し、相談者の立場に立ってソーシャルワークによる相談・支援を提供し、必
要に応じて関係機関との連携を図りながら、専門的技術に基づいて必要な
援助を行い、問題解決に向けての支援を担うこと。

・様々な状態の者を支援対象とすることになることを踏まえ、地域のニーズに
応じて、女性相談支援員の必要な数の人員の確保が必要。

第二部 女性相談支援員の業務
１．ソーシャルワーカーとしての女性相談支援員業務
２．相談・支援の流れ ３．安全管理 ４．記録と管理

・女性相談支援員は、他分野・他機関と連携・協働し、社会資源をコー
ディネートしながら、地域での中長期的・継続的な自立支援までの流れを
切れ目なく担うこと。

・支援対象者を早期把握できるよう、安心して相談できる環境づくりや、地
域の関係機関と連携関係を構築すること。

・主訴、課題、意向を把握し、問題を探り、アセスメントに基づいて支援方
針を決定すること。

・相談者の安全管理は、組織的に対応すること。
・より良い支援を行い、継続した一貫性のある支援を行うため、相談・支援
について適切に記録・保存すること。

第三部 各種相談への対応と留意事項
Ⅲ－1 相談主訴別支援

相談主訴別に、女性相談支援員の役割と活用できる施策・支援制度を記載。
女性相談支援員が受ける相談は多種多様であり、個別の状況に応じて、必要

となる支援内容等は異なるとともに、利用できる制度等も変更される可能性もある
ことから、実際の支援に当たっては、相談者の状況等を踏まえた最適な支援が行
われるよう、都道府県・市町村の関係部署及び関係機関等と連携して、制度の
把握・情報収集等に努めること。

１．DV・ストーカー被害 ２．性暴力や性的虐待、性的搾取
３．性的搾取（売春） ４．居住先なし ５．若年女性
６．妊娠・出産 ７．精神障害、知的障害、発達障害
８．家族関係の悪化、別居、離婚 ９．母子家庭
10．外国にルーツを持つ者 11．人身取引被害者
12．男性DV被害者 13．性的マイノリティ 14．同伴する子

Ⅲ－２ 各種相談に共通する事項
各種相談に共通する項目に関する、女性相談支援員の役割と活用できる施

策・支援制度を記載。女性相談支援員は、生活再建に向けた自立支援に必要
な様々な制度について、相談者に情報提供し、それぞれの事情に合わせて活用し
ていけるようにしていくこと。

１．住まい ２．健康・医療 ３．就労 ４．家計・借金

第四部 女性相談支援センター、女性自立支援施設、母子生
活支援施設及び民間団体との連携

相談者の状況に応じて、関係機関と連携して、一時保護、生活支援、自立支
援、アフターケア等を行うこと。

第五部 資質向上に向けた取組
女性相談支援員が適切な相談支援を行うために、都道府県等は、定期的な

研修及びスーパーバイズ体制を整備すること。 111



困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会 中間まとめ＜概要＞
第１ 婦人保護事業の現状と課題
○ 婦人保護事業は、昭和31年制定の売春防止法に基づき、売春を行うおそれのある女子を保護する事業として発足したが、その後支援ニーズは多様化。
○ 事業開始当初は想定されなかった、性暴力・性被害に遭った10代の女性への支援や、近年では、ＡＶ出演強要、ＪＫビジネス問題への対応が必要。

第２ 婦人保護事業の運用面における見直し
○ 婦人保護事業の運用面について、他法他施策優先の取扱いの見直しや、一時保護委託の対象拡大と積極的活用など、10項目の運用面の改善を行うこ

ととされている。

第３ 婦人保護事業の見直しに関する新たな制度の基本的な考え方
（１）困難な問題を抱える女性を支援する制度の必要性

○ 性差に起因して社会的に様々な困難な問題に直面する女性を対象とした包括的な支援制度が必要。
（２）新たな枠組みの必要性

○ 女性が抱える困難な問題は、売春防止法を根拠とした従来の枠組みでの対応は限界。法制度上も売春防止法ではなく、新たな枠組みの構築が必要。
○ 売春防止法の第４章の廃止のほか、その他の規定の見直しも検討すべきだが、時間を要するのであれば、新たな枠組みの構築を急ぐべき。

（３）新たな制度の下で提供される支援のあり方
○ 若年女性への対応など、専門的な支援の包括的な提供。
○ 行政・民間団体を通した多機関における連携・協働を通じた、早期かつ、切れ目ない支援。
○ 婦人相談所（一時保護所）、婦人相談員及び婦人保護施設の名称を見直し。利用者の実情に応じた必要な支援を柔軟に担える仕組みや体制。
○ 施設入所だけでなく、通所やアウトリーチなど、伴走型支援。未成年の若年女性に対する広域的な情報共有や連携。同伴する児童についての支援対象と

しての位置付けの明確化。
（４）国及び地方公共団体の役割の考え方

○ 国及び地方公共団体の役割や位置付けの明確化。
○ 基本的な方針のもと、都道府県と市町村の各々の役割や強みを活かし、地域の実情に応じた支援体制の計画的な構築。

（５）地方公共団体と民間団体の連携・協働のあり方
○ 地方公共団体等と民間団体の連携・協働。

（６）教育啓発、調査研究、人材育成等
○ 教育、啓発、調査研究、人材の養成、確保及び資質向上の推進。

（７）関連する他制度との連携等のあり方
○ 関連する他制度に基づく支援との連携・調整等を推進する仕組みづくり、法的なトラブルを抱えている場合の専門的な相談窓口への連携等。

第４ 今後の対応について
○ 新たな制度の構築に向けて、第３の基本的な考え方に沿って、検討を更に加速し、ＤＶ防止法等の既存の法体系との関係にも留意しつつ、具体的な制

度設計等が進められ、できるだけ早く実現することを強く期待。
※「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」は、厚生労働省子ども家庭局長が、有識者等の参集を求め、平成30年７月に設置。中間まとめは、本検討会により、令和元年10

月11日に取りまとめられたもの。 112



「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」について
【趣 旨】
◆ 婦人保護事業は、昭和31年に制定された売春防止法に基づき、売春を行うおそれのある女子を保護する事業として発足した。
◆ しかし、その後、支援ニーズの多様化に伴い、家庭関係の破綻や生活困窮等の問題を抱える女性に事業対象を拡大してきた。また、関係
法令により、平成13年からはDV被害者、平成16年からは人身取引被害者、平成25年からはストーカー被害者が、それぞれ事業対象として
明確化され、現に支援や保護を必要とする女性の支援に大きな役割を果たすようになった。

◆ このような経緯から、与党や関係者からは、制定以来抜本的な見直しが行われていない売春防止法の規定を含め、婦人保護事業のあり
方を見直すべきとの問題提起がなされている。こうしたことを踏まえ、今後の困難な問題を抱える女性への支援のあり方について検討する。

１．検討会開催経過
○第1回（平成30年7月30日）

・座長の選任について ・今後の進め方について

○第5回（平成30年11月26日）
・中間的な論点の整理（今後議論する論点について）
※ 「通知改正や予算の要求を通じて対応可能な事項は、厚生労働省において、

先んじての対応を行うことを検討すべきである。」とされている。

○第6回（平成31年2月27日）
・運用面等における改善事項について検討開始

○第7回（令和元年5月28日）
・運用面における改善事項のとりまとめ

○第8回（令和元年8月30日）
・これまでの議論の整理（たたき台）

○第9回（令和元年10月４日）
・中間まとめについて

２．主な検討事項
○ 対象とする「女性」の範囲・支援内容
○ 婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の役割や機能
○ 他法他施策との関係や根拠法の見直し

困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会
構成員

（五十音順、◎座長、○座長代理、敬称略）
大谷 恭子 弁護士（アリエ法律事務所）
戒能 民江 お茶の水女子大学名誉教授
加茂 登志子 若松町こころとひふのクリニックPCIT研修センター長
近藤 恵子 NPO法人全国女性シェルターネット理事

○新保 美香 明治学院大学社会学部教授
菅田 賢治 全国母子生活支援施設協議会会長
高橋 亜美 アフターケア相談所ゆずりは所長
橘 ジュン NPO法人BONDプロジェクト代表
田中 由美 大阪府福祉部子ども室家庭支援課長
仁藤 夢乃 一般社団法人Colabo代表
野坂 洋子 昭和女子大学人間社会学部助教

◎堀 千鶴子 城西国際大学福祉総合学部教授
松岡 康弘 名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課主幹
松本 周子 全国婦人相談員連絡協議会会長
三木 明香 婦人相談所長全国連絡会議会長
村木 太郎 一般社団法人若草プロジェクト理事
横田 千代子 全国婦人保護施設等連絡協議会会長

（オブザーバー）
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婦人保護事業の運用面における見直し方針について
（令和元年6月21日 厚生労働省子ども家庭局）

１ 他法他施策優先の取扱いの見直し
○ 婦人保護事業の対象となる女性の範囲については、平成14年 の局長通知（※）で示しているが、このうち、「家庭関係の破綻、生

活の困窮等正常な社会生活を営む上で困難な問題を有する者」については、「その問題を解決すべき機関が他にないために、現に保護、

援助を必要とする状態にあると認められる者」としている。この結果、婦人相談所や婦人保護施設等において支援を受けるべき女性が

他法他施策の事業に回され、婦人相談所の一時保護や婦人保護施設による支援に結びつかないといった実態がある。

このため、通知改正を行い、一人ひとりに寄り添った支援ができるよう、関係機関との十分な連携・調整の上で、必要な他法他施策

も活用しながら、婦人保護事業による支援が適切に提供されるようにする。

※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した婦人保護事業の実施について（平成14年雇児発第0329003号雇用均等・児童家庭局長通知）

２ 一時保護委託の対象拡大と積極的活用
①一時保護委託の対象拡大等

○ 婦人相談所が行う一時保護については、一定の要件に該当する者について適切な保護が見込まれる場合には一時保護の委託が可能

であり、保護が必要な若年被害女性などへの本人の意向も踏まえた適切な支援を進めるため、民間支援団体に対する一時保護委託の

積極的な活用が図られるよう周知徹底する。

また、定員を超えた場合のみ一時保護委託が可能である対象者についても、本人の意向、状態及び状況等を踏まえた一時保護委託

が可能となるよう対象者の拡大を図り、より適切な支援が行えるようにする。

○ 一時保護委託の対象者の拡大に当たっては、一時保護を委託された施設が、必要に応じて婦人相談所の医学的 又は心理学的専門

機能を活用することができるようにするとともに、入所者の処遇等について、婦人相談所と一時保護を委託された施設との間でケー

ス会議を開催するなど緊密な連携が図られるよう周知徹底する。

②一時保護委託契約施設における一時保護開始手続きの再周知

○ 被害者が一時保護委託契約施設に、直接一時保護を求めた場合に、婦人相談所への来所を求めている実態があるが、この場合、当

該施設において、速やかに被害者の安全を確保したうえで、婦人相談所が一時保護の要否の判断等を行うこととしていることについ

て改めて周知し、被害者の負担軽減が図られるよう徹底する。
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３ 婦人保護施設の周知・理解、利用促進
○ 様々な困難を抱える女性への支援を担う婦人保護施設の役割及び支援の内容についての理解の促進を図るため、厚生労働省ホーム

ページやソーシャルメディアにおいて婦人保護施設の機能や取組等に関する情報提供を行うなどにより、市区町村の相談機関等をはじ

め、一層の周知に取り組む。

さらに、婦人保護施設の利用に当たっての分かりやすいパンフレットの作成等により、婦人保護施設への理解を広げる。

また、婦人保護施設での支援や生活を入所前にイメージが持てるような方法等について検討する。

○ 民間シェルター等の一時保護委託先からの婦人保護施設への直接入所措置について、柔軟な運用を促す。

○ 支援を必要とする若年妊婦等について、婦人相談所や児童相談所に対し、婦人保護施設への一時保護委託の積極的な活用を促す。

４ 携帯電話等の通信機器の使用制限等の見直し
○ 携帯電話等の通信機器については、位置検索機能やＳＮＳによる情報発信機能等により、ＤＶやストーカー等の加害者が、被害者の

居場所を特定し追跡することから、利用について一律に制限されていることがある。一方で、被害女性の自立に向けた求職活動や、学

校・職場への復帰に際しての連絡等においては、携帯電話等の通信機器の使用が必要であることから、携帯電話等の通信機器の取扱い

等に関する調査研究を実施した上で、安全性も考慮した新たな運用方法について検討し、一律に制限される取扱いを見直す。

○ また、外出規制などの集団生活上の制限についても、その実態を把握の上、合理性、妥当性の観点から、留意点を整理する。

５ 広域的な連携・民間支援団体との連携強化
○ 全国知事会の下、都道府県間で申合せがなされている、配偶者からの暴力の被害者の一時保護に係る広域連携を実効性のあるものと

なるよう推進する。また、若年女性からの相談等に対応して多様な支援を行う民間支援団体が、当該若年女性が居住する地域の婦人相

談所、婦人相談員に、ケースを円滑につなぐことができるよう、当事者本位の視点から、婦人相談所等と民間支援団体との情報の共有

等による広域的な連携や必要な支援のあり方について、「若年被害女性等支援モデル事業」の実施状況も踏まえ検討する。

６ SNSを活用した相談体制の充実
○ 若年層のコミュニケーション手段の中心となっているＳＮＳを活用した相談体制を導入することにより、それを入り口として若年層

をはじめとした困難を抱えた女性が支援に円滑につながるよう、ＳＮＳを活用した相談窓口の安全な開設、人材育成及び運用方法、若

年層特有の課題やその背景についての十分な理解を前提とした相談後の関係機関との連携等について調査研究を実施し、相談体制の充
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７ 一時保護解除後のフォローアップ体制等の拡充
○ 一時保護退所後の支援の充実を図るとともに、保護命令期間経過後の支援の実態について把握し、必要な支援方策について検討す

る。

○ また、婦人保護施設等退所後のアフターケアや、入所中の心身の健康の回復及び自立の促進を図るため、現在行っている「婦人保護

施設退所者自立生活援助事業」、「ＤＶ被害者等自立生活援助モデル事業」、「地域生活移行支援事業」等の更なる充実や民間支援団

体を活用した事業の委託などについて検討する。

８ 児童相談所との連携強化等
①ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化、体制強化

○ 第198回国会（通常国会）に提出した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」には、婦人相

談所、婦人相談員は児童虐待の早期発見に努めるとともに、児童相談所等はＤＶ被害者の適切な保護について協力するよう努めるこ

ととするなど、ＤＶ対策と児童虐待防止対策との連携強化の規定を盛り込んでいる。これを踏まえ、婦人相談員等の要保護児童対策

地域協議会への積極的な参加について、地方自治体に協力を求める。

○ 「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成３１年３月１９日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）に基づき、Ｄ

Ｖ被害者に同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人相談所に児童相談所等の関係機関と連携するコーディネーターを配置する

ほか、同伴児童も含めて適切な環境において保護することができるよう、心理的ケアや個別対応を含めた体制整備を進めるととも

に、専門職の配置基準や基準単価の見直し等について検討する。また、ＤＶと児童虐待の特性・関連性に関する理解を促進し、ＤＶ

対応を行う機関と児童虐待への対応を行う機関のそれぞれの情報を包括的にアセスメントするリスク判断の手法や、各機関の連携方

法を含めた適切な対応の在り方について、ガイドラインを策定する。

②婦人相談員の処遇について

○ 婦人相談員の処遇については、平成２９年度及び平成３０年度に実施した手当額の拡充をはじめとして、その実態や専門性を踏ま

え、適切な対応について検討する。併せて、研修の充実等による専門性の向上を図る

９ 婦人保護事業実施要領の見直し
○ 当面の対応として、売春防止法等の規定に基づく用語を除き、支援の実態にそぐわない用語や表現について、検討会での議論を踏ま

えた適正化のための整理を行う。
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10 母子生活支援施設の活用促進
○ 配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童について、母子生活支援施設による支援が適当な場合は、婦人相談所長は、売春防止

法第３６条の２の規定により、児童福祉法に基づく母子保護の実施に係る都道府県又は市町村（特別区を含む。）の長に報告し、又は

通知しなければならないことについて改めて周知する。

○ また、妊婦については、婦人保護施設での対応のほか、婦人相談所から母子生活支援施設への一時保護委託を行い、出産後は、通常

の入所に切り替えることが可能であることについても改めて周知し、妊娠段階から出産後まで一貫した母子の支援を行うことを促すと

ともに、その状況について把握する。

なお、一定期間の養育ののち母子分離となり退所した場合は、その後の母子への支援も重要であるため、必要に応じて婦人相談所及

び児童相談所等の連携が図られるよう周知する。
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「婦人保護事業の運用面における見直しについて」提言
（平成31年4月16日 与党「性犯罪・性暴力被害者の支援体制充実に関するＰＴ」）

一．他法他施策優先原則の廃止

平成１４年の局長通知で示された婦人保護事業の対象となる女性の範囲のうち、第１の１のエの「その問題を解決

すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者」の規定があることにより、

婦人保護施設において支援を受けるべき女性が他法他施策の事業に回され、結果として、必要な支援に結び付かない、

長期にわたって自立できないといった事態が発生している。こうした事態を改善するため、直ちに平成１４年の局長

通知を抜本的に見直し、困難を抱えている女性たちが婦人保護事業による支援につながるようにすること。

二．一時保護委託の積極的活用等

婦人相談所が民間支援団体に対して行う一時保護委託については、保護が必要な若年被害女性などへの支援を進め

るため、積極的な活用を図ること。また、被害を未然に防ぐという観点から、一時保護委託の対象者の拡大について、

速やかに検討すること。

なお、一時保護委託先施設における一時保護の運用にあたっては、婦人相談所への来所を必須とすることなく実施

可能であることを周知徹底すること。

三．携帯電話等の通信機器の使用制限の見直し

秘匿性の確保が求められる一時保護所においては、携帯電話等の通信機器の使用が一律制限されているため、一時

保護所の機能を有する婦人保護施設においては携帯電話が使えず、利用者が婦人保護施設に入ることをためらい、支

援につながらないケースがあると指摘されている。

こうした実態を改善するため、携帯電話等の通信機器の使用を一律禁ずるのではなく、利用者や施設における安全

確保の取組状況に応じて使用できるよう、使用制限に関する新たなガイドライン等を作成すること。
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四．広域的な連携・民間支援団体との連携強化

DV等により都道府県をまたいで支援を必要とする女性に対しては、広域的な連携による支援の仕組みを充実するこ

と。主に若年女性を対象に相談支援を行う民間支援団体においては、地域を限定せずにSNS等を通じて相談を受け付

け、若年女性に寄り添う支援を実施している。このような民間支援団体が、相談してきた若年女性が住む地域の婦人

相談所、婦人相談員に、ケースを円滑につなぐことができるよう、広域的な連携や支援策について検討すること。

五．SNSを活用した相談体制の充実

婦人保護事業では、従来、婦人相談所等における電話相談から始まり、来所相談、一時保護等の支援につなげてい

るが、近年、若年層を中心にSNSがコミュニケーション手段の中心となっている実態を踏まえ、SNSを活用した相談

窓口の開設等について調査研究し、相談体制の拡充を図ること。

六．一時保護や保護命令解除後のフォローアップ体制等の拡充

一時保護や保護命令解除後のフォローアップ体制の在り方について、実態を把握し、速やかに検討を行うこと。

また、婦人保護施設退所後のアフターケアの拡充を進めるほか、退所前から早期自立を促進するため、日常生活に

対応する援助の在り方についても検討を加えること。

七．児童相談所との連携強化等

婦人相談所等は、子どもを同伴する女性の保護にあたって、児童相談所との連携を強化すること。また、婦人相談

員等は市区町村に設置された要保護児童対策地域協議会のメンバーに加わるなど、日常から顔の見える関係を構築す

ること。

同時に、同伴児童を含めた被害女性のニーズに合った支援が提供できるよう、婦人保護事業における専門職の配置

基準、基準単価の見直し等を図ること。

また、婦人相談員の処遇については、平成29年度及び平成30年度に実施した手当額の拡充をはじめとして、その実

態や専門性を踏まえ、適切な対応について検討すること。
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売春防止法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の見直しについて

○ 都道府県等における職員の任用については都道府県知事等において判断されるべきものであることから、
婦人相談員を非常勤とする規定を削除する（売春防止法第35条第４項）。

１．婦人相談員の非常勤規定の削除（平成29年４月１日施行）

○ 母子生活支援施設は、夫等からの暴力を理由として入所する母子が最も多くなっており、そうした母子に対す
る支援拠点の一つとなっていることから、婦人相談所長に対し、母子生活支援施設への入所が適当と認められ
る母子について、母子生活支援施設において母子保護を実施する都道府県等への報告等を行うことを義務付
ける（売春防止法第36条の２）。

２．婦人相談所長による報告又は通知（平成28年10 月１日施行）

売春防止法の改正

母子及び父子並びに寡婦福祉法の改正

○ 婦人相談員と母子・父子自立支援員の連携について一層の強化を図るため、母子家庭の母及び児童の生
活の安定と向上のために相互に協力しなければならない関係機関に婦人相談員を追加する（母子及び父子並
びに寡婦福祉法第３条の２第１項）。

２．母子家庭等の支援機関への婦人相談員の追加（公布日（平成28年６月３日）施行）

○ 都道府県等における職員の任用については都道府県知事等において判断されるべきものであることから、
母子・父子自立支援員について、非常勤を原則とする旨の規定を削除する（母子及び父子並びに寡婦福祉法
第８条第３項）。

１．母子・父子自立支援員の非常勤規定の削除（平成29年４月１日施行）
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婦人相談所の設置権限等の移譲について（施行日：平成２７年４月１日）

○ 「婦人相談所」は売春防止法により設置され、また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す
る法律」に基づき、DV被害者及び要保護女子に対する支援等を行っている。

○ 婦人相談所は、都道府県が設置することとされ、指定都市においても任意で設置できることとするもの。

また、指定都市が婦人相談所を設置する場合には、婦人相談員の委嘱も併せて行うこととするもの。

※ 平成25年12月20日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」に基づき、第4次一括法（地域の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成26年法律第51号）。平成26年6月4日公布、体制整備に特に時間を要するもの等を
除き平成27年4月1日施行。）による関係法令の整備が行われたもの。

○ 婦人相談所（一時保護所）等の運営に係る費用について、国は5/10を負担している。
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婦人相談所

①
設
置

婦人相談員

②

委
嘱

※市は任意で、婦人相談員を配置できる。

移譲前

婦人相談所

①
設
置

②
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嘱
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）
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（
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人
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置
す
る

場
合
は
必
置
）

婦人相談所
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